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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極を有する第１表面と第２表面を備え、前記第１表面に第１電極が設けられ、前記第
２表面に第２電極が設けられ、少なくとも１層以上の絶縁層と少なくとも１層以上の配線
層から構成され、１つ又は複数の半導体素子を搭載する配線基板であって、前記第２表面
に設けられた第２電極が前記絶縁層内に埋設され、前記第２電極の前記第２表面側に露出
した面の反対側の面がビアを介することなく直接的に前記配線層に接続され、且つ前記第
２電極の横側面の少なくとも一部が前記絶縁層に接触せず露出することで、当該第２電極
と該第２電極を囲む当該絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる
半田材料がそのリフロー時に流れ込む隙間が形成されており、前記第２電極の前記第２表
面側に露出している面が、前記第２表面と同一平面にあることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第２電極の横側面の全部が前記絶縁層に接触せず露出することで、当該第２電極と
該第２電極を囲む当該絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材の接続時に用いる半田
材料がそのリフロー時に流れ込む隙間が形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の配線基板。
【請求項３】
　前記第１電極と前記第２電極が直接接続されていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の配線基板。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の配線基板と、この配線基板における前記第１電
極及び前記第２電極の内の少なくとも一方に接続された１つ又は複数の半導体素子とを有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　前記第１電極と前記第２電極とが直接接続され、前記第１電極に接続された１つ又は複
数の半導体素子と、前記第２電極に接続された１つ又は複数の半導体素子とを有すること
を特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体素子が、低融点金属又は導電性樹脂のいずれかの材料により、前記第１電極
及び前記第２電極の内の少なくとも一方にフリップチップ接続されていることを特徴とす
る請求項４又は５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記半導体素子が、主に金を材料とするワイヤーにより、前記第１電極及び前記第２電
極の内の少なくとも一方にワイヤーボンディング接続されていることを特徴とする請求項
４乃至６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体素子が、低融点金属、有機樹脂又は金属混入樹脂からなる群から選択された
少なくとも１種の材料により請求項１乃至４のいずれか１項に記載の配線基板に連結され
ていることを特徴とする請求項４乃至７のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１電極及び前記第２電極の内の少なくとも一方に、半田材料からなる金属ボール
を具備していることを特徴とする請求項４乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に直接配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記
第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程とを有し、前記
支持基板を除去する工程の後に、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電
極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する
工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の
表面と同一平面とすることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記空間が、当該絶縁層の厚さ方向に延びるとともに前記第２電極の露出面側に開口す
る中空柱状の空間であることを特徴とする請求項１０に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極
の上に第１電極を形成する工程とが、同一導電膜をパターニングすることにより前記絶縁
層と前記第１電極とを同時に形成することを特徴とする請求項１０に記載の配線基板の製
造方法。
【請求項１３】
　支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１層以上の絶縁層を積層する工程と、最
上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２
電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材
料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前
記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする配
線基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程において、前記最上層の絶縁層上に配
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線層を形成することを特徴とする請求項１３に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工
程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工程との間に、前記開口部の側面に前記絶
縁層よりウェットエッチング又はドライエッチングによって除去されやすい絶縁膜を形成
する工程を含むことを特徴とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の配線基板の
製造方法。
【請求項１６】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させ
る工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記
第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電
極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料
がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前記
開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする配線
基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記絶縁層と前記第２電極の上の配線層と、前記絶縁層と前記第２電極の上の第１電極
は、同一導電膜を形成し、それをパターニングして同時に形成されることを特徴とする請
求項１６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１８】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させ
る工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１層以上の絶縁層を積層する工程と
、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記
第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半
田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における
、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とす
る配線基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程において、前記最上層の絶縁層上に配
線層を形成することを特徴とする請求項１８に記載の配線基板の製造方法。
【請求項２０】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程との間に、前記絶縁層よりウェットエッチング又はドライエッチング
によって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする請求項１６乃至１
９のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項２１】
　前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層
と前記第２電極とを共に研磨する工程であることを特徴とする請求項１６乃至２０のいず
れか１項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項２２】
　前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層
に前記第２電極が内部に露出している前記第２電極の面積より大きい凹部を形成する工程
であることを特徴とする請求項１６乃至２０のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法
。
【請求項２３】
　前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間を形成する工程が、ウェットエッチング
及びドライエッチングの内の少なくとも一方であることを特徴とする請求項１０乃至２２
のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法。
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【請求項２４】
　前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間を形成
する工程との間に、前記第２電極を露出させる工程を含むことを特徴とする請求項１０乃
至２３のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記支持基板を除去する工程が、剥離工程であることを特徴とする請求項１０乃至２４
のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項２６】
　前記支持基板が導電性材料又は表面に導電性の膜を形成した材料であることを特徴とす
る請求項１０乃至２５のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項２７】
　支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２
電極の上に第１電極を形成する工程と、前記第１電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載
する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に
、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空
間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面を、
前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記絶縁層と前記第２電極の上の配線層と、前記絶縁層と前記第２電極の上の第１電極
は、同一導電膜を形成し、それをパターニングして同時に形成されることを特徴とする請
求項２７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
　支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１層以上の絶縁層を積層する工程と、最
上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記第１電極に１つ又は複数の半導体素子
を搭載する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層と
の間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ
込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出
面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程において、前記最上層の絶縁層上に配
線層を形成することを特徴とする請求項２９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工
程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工程との間に、前記開口部の側面に前記絶
縁層よりウェットエッチング又はドライエッチングによって除去されやすい絶縁膜を形成
する工程を含むことを特徴とする請求項２７乃至３０のいずれか１項に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項３２】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させ
る工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記
第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記第１電極に１つ又は複数の半導体素子を
搭載する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との
間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込
む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面
を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【請求項３３】
　前記絶縁層と前記第２電極の上の配線層と、前記絶縁層と前記第２電極の上の第１電極
は、同一導電膜を形成し、それをパターニングして同時に形成されることを特徴とする請
求項３２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３４】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させ
る工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１層以上の絶縁層を積層する工程と
、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記第１電極に１つ又は複数の半導体
素子を搭載する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁
層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に
流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した
露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程において、前記最上層の絶縁層上に配
線層を形成することを特徴とする請求項３４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３６】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程との間に、前記絶縁層よりウェットエッチング又はドライエッチング
によって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする請求項３２乃至３
５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層
と前記第２電極とを共に研磨する工程であることを特徴とする請求項３２乃至３６のいず
れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３８】
　前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層
に前記第２電極が内部に露出している前記第２電極の面積より大きい凹部を形成する工程
であることを特徴とする請求項３２乃至３６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項３９】
　前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間を形成する工程の後に、前記第２電極に
１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程を有することを特徴とする請求項２７乃至３８
のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４０】
　支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２
電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の
側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそ
のリフロー時に流れ込む空間を形成する工程と、前記第２電極に１つ又は複数の半導体素
子を搭載する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面を、
前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４１】
　前記絶縁層と前記第２電極の上の配線層と、前記絶縁層と前記第２電極の上の第１電極
は、同一導電膜を形成し、それをパターニングして同時に形成されることを特徴とする請
求項４０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４２】
　支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
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程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１層以上の絶縁層を積層する工程と、最
上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２
電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材
料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程と、前記第２電極に１つ又は複数の半
導体素子を搭載する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出
面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４３】
　前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程において、前記最上層の絶縁層上に配
線層を形成することを特徴とする請求項４２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４４】
　前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工
程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工程との間に、前記開口部の側面に前記絶
縁層よりウェットエッチング又はドライエッチングによって除去されやすい絶縁膜を形成
する工程を含むことを特徴とする請求項４０乃至４３のいずれか１項に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項４５】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させ
る工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形成する工程と、前記絶縁層と前記
第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電
極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料
がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程と、前記第２電極に１つ又は複数の半導
体素子を搭載する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面
を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４６】
　前記絶縁層と前記第２電極の上の配線層と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極
は、同一導電膜を形成し、それをパターニングして同時に形成されることを特徴とする請
求項４５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４７】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させ
る工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１層以上の絶縁層を積層する工程と
、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前記
第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半
田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程と、前記第２電極に１つ又は複数
の半導体素子を搭載する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した
露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４８】
　前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程において、前記最上層の絶縁層上に配
線層を形成することを特徴とする請求項４７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４９】
　支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第２電極を覆うように前記支持基板上に
絶縁層を設ける工程との間に、前記絶縁層よりウェットエッチング又はドライエッチング
によって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする請求項４５乃至４
８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５０】
　前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層
と前記第２電極とを共に研磨する工程であることを特徴とする請求項４５乃至４９のいず
れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５１】
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　前記第２電極の支持基板に接している面の反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層
に前記第２電極が内部に露出している前記第２電極の面積より大きい凹部を形成する工程
であることを特徴とする請求項４５乃至４９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項５２】
　前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間を形成する工程が、ウェットエッチング
及びドライエッチングの内の少なくとも一方であることを特徴とする請求項２７乃至５１
のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５３】
　前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間を形成
する工程との間に、前記第２電極を露出させる工程を含むことを特徴とする請求項２７乃
至５２のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５４】
　前記第１電極及び第２電極の内の少なくとも一方に半田材料からなる金属ボールを装着
する工程を有することを特徴とする請求項２７乃至５３のいずれか１項に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項５５】
　前記支持基板を除去する工程が、剥離工程であることを特徴とする請求項２７乃至５４
のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５６】
　前記支持基板が導電性材料又は表面に導電性の膜を形成した材料であることを特徴とす
る請求項２７乃至５５のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体素子を搭載する配線基板及び配線基板に半導体素子を搭載した半導体装
置並びにそれらの製造方法に関し、特に高速伝送特性及び実装信頼性に優れた薄型の配線
基板並びにその配線基板を用いた半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯機器に見られる通り電子機器の急激な小型化、薄型化及び高密度化が進んで
いること、並びに半導体素子の高速化及び高機能化に伴う端子数増加により、機器実装及
び半導体素子実装から使用される配線基板において、薄型化、軽量化及び高密度化等の特
性が求められている。
【０００３】
　従来、配線基板としてはビルトアップ基板等のスルーホールを有する基板が一般的であ
るが、基板が厚く、更にスルーホールの存在により高速信号伝送に不向きである。
【０００４】
　一方、テープ基板等の薄型基板も使用されているが、配線層がその製法から単層又は二
層に限定されることと、テープ基材の伸縮が大きいためパターンの位置精度がビルドアッ
プ基板より劣ることから、近年の高密度化の要求に応えることができない。
【０００５】
　これらの配線基板の課題を改善する方法として、予め用意した支持基板上に配線構造体
等を形成し、配線構造体形成後に支持基板を除去又は分離してスルーホールを設けないコ
アレス基板が提案されている。
【０００６】
　特許文献１では、銅板を支持基板として配線構造を形成した後、支持基板をエッチング
によって除去し、コアレス基板とする技術が開示されている。
【０００７】
　特許文献２では、ステンレス板を支持基板として配線構造を形成した後、支持基板を剥
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離してコアレス基板とする技術が開示されている。
【０００８】
　特許文献３では、銅箔を支持基板として配線構造を形成し、半導体素子を搭載した後に
銅箔をエッチングしてコアレス基板とする技術及びそのコアレス基板を用いて半導体装置
とする技術が開示されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－３２３６１３号公報
【特許文献２】特開平０５－２５９６３９号公報
【特許文献３】特開２００４－２００６６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記配線基板には以下のような課題がある。特許文献１、２及び３全て
において、支持基板を除去して得られる面に設けられている電極は、絶縁樹脂に埋設され
、その表面が平坦となる構造を取っている。半田接続を行う電極表面が平坦となっている
ことから、接続強度が弱くなる半田と端子電極材料との金属拡散層（合金層）が電極表面
に沿って形成されてしまい、接続信頼性が低下する課題があった。つまり、接続後の応力
を受けた場合、金属拡散層にクラックが発生するため、平坦な電極を用いた接続構造にお
いては安定した信頼性の実現が困難となる。また、埋設されている電極は、無機材料と比
較して弾性率の低い絶縁樹脂に支えられる状態となるため、ワイヤーボンディングを行う
際の超音波が吸収されてしまい、ボンディング性が劣化する。
【００１１】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであって、埋設される電極の側面と絶縁
樹脂層とが離れていることで半田との接続が電極側面まで設けられること、又は、超音波
の吸収を防ぐことで安定したワイヤーボンディング性を実現し、信頼性の高い配線基板及
び配線基板を用いた半導体装置並びにそれらの製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る配線基板は、電極を有する第１表面と第２表面を備え、前記第１表面に第
１電極が設けられ、前記第２表面に第２電極が設けられ、少なくとも１層以上の絶縁層と
少なくとも１層以上の配線層から構成され、１つ又は複数の半導体素子を搭載する配線基
板であって、前記第２表面に設けられた第２電極が前記絶縁層内に埋設され、前記第２電
極の前記第２表面側に露出した面の反対側の面がビアを介することなく直接的に前記配線
層に接続され、且つ前記第２電極の横側面の少なくとも一部が前記絶縁層に接触せず露出
することで、当該第２電極と該第２電極を囲む当該絶縁層との間に、当該第２電極と外部
導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む隙間が形成されており、
前記第２電極の前記第２表面側に露出している面が、前記第２表面と同一平面にあること
を特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る他の配線基板は、前記第２電極の横側面の全部が前記絶縁層に接触せず露
出することで、当該第２電極と該第２電極を囲む当該絶縁層との間に、当該第２電極と外
部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む隙間が形成されている
ことを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る配線基板は、前記第１電極と前記第２電極が直接接続されていることを特
徴とする。
【００１８】
　本発明に係る半導体装置は、前記配線基板と、この配線基板における前記第１電極及び
／又は前記第２電極に接続された１つ又は複数の半導体素子とを有することを特徴とする
。
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【００１９】
　本発明に係る他の半導体装置は、前記第１電極と前記第２電極とが直接接続され、前記
第１電極に接続された１つ又は複数の半導体素子と、前記第２電極に接続された１つ又は
複数の半導体素子とを有することを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る半導体装置は、前記半導体素子が、低融点金属又は導電性樹脂のいずれか
の材料により、前記第１電極及び／又は前記第２電極にフリップチップ接続されているこ
とを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る他の半導体装置は、前記半導体素子が、主に金を材料とするワイヤーによ
り、前記第１電極及び／又は前記第２電極にワイヤーボンディング接続されていることを
特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る更に他の半導体装置は、前記半導体素子が、低融点金属、有機樹脂又は金
属混入樹脂からなる群から選択された少なくとも１種の材料により配線基板に連結されて
いることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る半導体装置は、前記第１電極及び／又は前記第２電極に、半田材料からな
る金属ボールを具備していることを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁
層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工程と、前記
開口部内に前記第２電極を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に直接配線層
を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支
持基板を除去する工程とを有し、前記支持基板を除去する工程の後に、前記第２電極の側
面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がその
リフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部
から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴とする。
【００２５】
　本発明に係る配線基板の他の製造方法は、前記絶縁層と前記第２電極の上の配線層を形
成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程とが、同一導電
膜をパターニングすることにより前記絶縁層と前記第１電極とを同時に形成することを特
徴とする。
【００２６】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶縁
層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工程と、前記
開口部内に前記第２電極を形成する工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも１
層以上の絶縁層を積層する工程と、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前記
支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と
外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程
とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面
と同一平面とすることを特徴とする。
【００２７】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程
において、前記最上層の絶縁層上に配線層を形成することを特徴とする。
【００２８】
　本発明に係る配線基板の他の製造方法は、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持
基板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する
工程との間に、前記開口部の側面に前記絶縁層よりウェットエッチング又はドライエッチ
ングによって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする。
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【００２９】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第
２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に
接している面の反対側の面を露出させる工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層
を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支
持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外
部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程と
を有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と
同一平面とすることを特徴とする。
【００３０】
　本発明に係る配線基板の他の製造方法は、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を形
成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程とが、同一導電
膜をパターニングすることにより前記絶縁層と前記第１電極とを同時に形成することを特
徴とする。
【００３１】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第
２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板に
接している面の反対側の面を露出させる工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくと
も１層以上の絶縁層を積層する工程と、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、
前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電
極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する
工程とを有し、前記第２電極における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の
表面と同一平面とすることを特徴とする。
【００３２】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程
において、前記最上層の絶縁層上に配線層を形成することを特徴とする。
【００３３】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記第
２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程との間に、前記絶縁層よりウェ
ットエッチング又はドライエッチングによって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含
むことを特徴とする。
【００３４】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記第２電極の支持基板に接している面の反対側
の面を露出させる工程が、前記絶縁層と前記第２電極とを共に研磨する工程であることを
特徴とする。
【００３５】
　本発明に係る配線基板の他の製造方法は、前記第２電極の支持基板に接している面の反
対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層に前記第２電極が内部に露出している前記第２
電極の面積より大きい凹部を形成する工程であることを特徴とする。
【００３６】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間を
形成する工程が、ウェットエッチング及び／又はドライエッチングであることを特徴とす
る。
【００３７】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の
側面と前記絶縁層との間に空間を形成する工程との間に、前記第２電極を露出させる工程
を含むことを特徴とする。
【００３８】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記支持基板を除去する工程が、剥離工程である
ことを特徴とする。
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【００３９】
　本発明に係る配線基板の製造方法は、前記支持基板が導電性材料又は表面に導電性の膜
を形成した材料であることを特徴とする。
【００４０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶
縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工程と、前
記開口部内に前記第２電極を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を
形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記第１
電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程と、前記支持基板を除去する工程と、前
記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用いる
半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極におけ
る、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴と
する。
【００４１】
　本発明に係る半導体装置の他の製造方法は、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を
形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程とが、同一導
電膜をパターニングすることにより前記絶縁層と前記第１電極とを同時に形成することを
特徴とする。
【００４２】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶
縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工程と、前
記開口部内に前記第２電極を形成する工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも
１層以上の絶縁層を積層する工程と、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前
記第１電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程と、前記支持基板を除去する工程
と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に
用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極
における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを
特徴とする。
【００４３】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工
程において、前記最上層の絶縁層上に配線層を形成することを特徴とする。
【００４４】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程との間に、前記開口部の側面に前記絶縁層よりウェットエッチング又はドライエッチン
グによって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする。
【００４５】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記
第２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板
に接している面の反対側の面を露出させる工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線
層を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記
第１電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程と、前記支持基板を除去する工程と
、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続時に用
いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２電極に
おける、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特
徴とする。
【００４６】
　本発明に係る半導体装置の他の製造方法は、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を
形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程とが、同一導
電膜をパターニングすることにより前記絶縁層と前記第１電極とを同時に形成することを
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特徴とする。
【００４７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記
第２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板
に接している面の反対側の面を露出させる工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なく
とも１層以上の絶縁層を積層する工程と、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と
、前記第１電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程と、前記支持基板を除去する
工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部導電材との接続
時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程とを有し、前記第２
電極における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とするこ
とを特徴とする。
【００４８】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工
程において、前記最上層の絶縁層上に配線層を形成することを特徴とする。
【００４９】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記
第２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程との間に、前記絶縁層よりウ
ェットエッチング又はドライエッチングによって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を
含むことを特徴とする。
【００５０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２電極の支持基板に接している面の反対
側の面を露出させる工程が、前記絶縁層と前記第２電極とを共に研磨する工程であること
を特徴とする。
【００５１】
　本発明に係る半導体装置の他の製造方法は、前記第２電極の支持基板に接している面の
反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層に前記第２電極が内部に露出している前記第
２電極の面積より大きい凹部を形成する工程であることを特徴とする。
【００５２】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間
を形成する工程の後に、前記第２電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程を有す
ることを特徴とする。
【００５３】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶
縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工程と、前
記開口部内に前記第２電極を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を
形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記支持
基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と外部
導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程と、
前記第２電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程とを有し、前記第２電極におけ
る、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特徴と
する。
【００５４】
　本発明に係る半導体装置の他の製造方法は、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を
形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程とが、同一導
電膜をパターニングすることにより前記絶縁層と前記第１電極とを同時に形成することを
特徴とする。
【００５５】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に絶縁層を形成する工程と、前記絶
縁層の第２電極となる位置に前記支持基板が露出するように開口部を形成する工程と、前
記開口部内に前記第２電極を形成する工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なくとも
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１層以上の絶縁層を積層する工程と、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と、前
記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極
と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工
程と、前記第２電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程とを有し、前記第２電極
における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを
特徴とする。
【００５６】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工
程において、前記最上層の絶縁層上に配線層を形成することを特徴とする。
【００５７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記絶縁層の第２電極となる位置に前記支持基
板が露出するように開口部を形成する工程と、前記開口部内に前記第２電極を形成する工
程との間に、前記開口部の側面に前記絶縁層よりウェットエッチング又はドライエッチン
グによって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を含むことを特徴とする。
【００５８】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記
第２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板
に接している面の反対側の面を露出させる工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線
層を形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程と、前記
支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２電極と
外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成する工程
と、前記第２電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程とを有し、前記第２電極に
おける、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とすることを特
徴とする。
【００５９】
　本発明に係る半導体装置の他の製造方法は、前記絶縁層と前記第２電極の上に配線層を
形成する工程と、前記絶縁層と前記第２電極の上に第１電極を形成する工程とが、同一導
電膜をパターニングすることにより前記絶縁層と前記第１電極とを同時に形成することを
特徴とする。
【００６０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記
第２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程と、前記第２電極の支持基板
に接している面の反対側の面を露出させる工程と、少なくとも１層以上の配線層と少なく
とも１層以上の絶縁層を積層する工程と、最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工程と
、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に、当該第２
電極と外部導電材との接続時に用いる半田材料がそのリフロー時に流れ込む空間を形成す
る工程と、前記第２電極に１つ又は複数の半導体素子を搭載する工程とを有し、前記第２
電極における、前記開口部から露出した露出面を、前記絶縁層の表面と同一平面とするこ
とを特徴とする。
【００６１】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記最上層の絶縁層上に第１電極を形成する工
程において、前記最上層の絶縁層上に配線層を形成することを特徴とする。
【００６２】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、支持基板上に第２電極を形成する工程と、前記
第２電極を覆うように前記支持基板上に絶縁層を設ける工程との間に、前記絶縁層よりウ
ェットエッチング又はドライエッチングによって除去されやすい絶縁膜を形成する工程を
含むことを特徴とする。
【００６３】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２電極の支持基板に接している面の反対
側の面を露出させる工程が、前記絶縁層と前記第２電極とを共に研磨する工程であること
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を特徴とする。
【００６４】
　本発明に係る半導体装置の他の製造方法は、前記第２電極の支持基板に接している面の
反対側の面を露出させる工程が、前記絶縁層に前記第２電極が内部に露出している前記第
２電極の面積より大きい凹部を形成する工程であることを特徴とする。
【００６５】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第２電極の側面と前記絶縁層との間に空間
を形成する工程が、ウェットエッチング及び／又はドライエッチングであることを特徴と
する。
【００６６】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記支持基板を除去する工程と、前記第２電極
の側面と前記絶縁層との間に空間を形成する工程との間に、前記第２電極を露出させる工
程を含むことを特徴とする。
【００６７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記第１電極及び／又は第２電極に半田材料か
らなる金属ボールを装着する工程を有することを特徴とする。
【００６８】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記支持基板を除去する工程が、剥離工程であ
ることを特徴とする。
【００６９】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、前記支持基板が導電性材料又は表面に導電性の
膜を形成した材料であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００７０】
　本発明に係る配線基板及び配線基板を用いた半導体装置によれば、絶縁層に埋設されて
いる電極側面において半田接合が施されるため、配線基板と接合された部品や他の基板に
対する接続信頼性が向上する。つまり、側面において接合を構成することにより、部品や
基板を接続した後に発生する応力、主に電極表面に対して水平にかかる応力による接続界
面の脆い金属拡散層破断を効果的に回避することが可能となる。
【００７１】
　また、本発明に係る配線基板の製造方法によれば、本発明に係る配線基板を効果的に作
成できると共に、工程中に支持基板を用いることによって安定した配線形成が可能となり
、今後の高密度で且つ微細な配線形成が実現できる。更に、配線形成後に支持基板を除去
することで、配線基板の厚みを最小限にすることが可能となるため、インダクタンスを低
くすることが可能となり、電気的な損失を低く抑えることが実現できる。
【００７２】
　また、本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、本発明に係る半導体装置を効果的
に作成できると共に、安定した支持基板を用いたまま半導体素子を搭載するため、５０μ
ｍピッチ以下の微小で且つ狭ピッチな接続を安定して行うことができる。更に、半導体素
子を実装した後に支持基板を除去することによって配線基板の厚みを最小限にすることが
可能となり、露出した面に別の半導体素子を搭載することによって先に搭載した半導体素
子との間が非常に短距離となる。このため、微小で且つ多くの接続を実現することができ
、両面の半導体素子間での高速信号伝送と広いバス幅を実現できる。
【００７３】
　更にまた、支持基板の除去工程を剥離によって行うことによって、支持基板の再利用が
可能となり、コストを低く抑えることが実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　次に、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して具体的に説明する。図１は
、本発明の第１実施形態に係る配線基板の構成の一例を示す部分断面図である。図１に示
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す配線基板は、絶縁層１１と、絶縁層１１に埋設されている第２電極１４と、絶縁層１１
と第２電極１４の上に配線層１２と第１電極１３が設けられており、第２電極１４の露出
している面に対する側面が絶縁層１１に接触していない構造である。
【００７５】
　絶縁層１１は、例えば感光性又は非感光性の有機材料で形成されており、有機材料は、
例えば、エポキシ樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエ
ステル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅ
ｎｅ）、ＰＢＯ（ｐｏｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌｅ）及びポリノルボルネン樹脂等、又は
ガラスクロス又はアラミド繊維などで形成された織布又は不織布にエポキシ樹脂、エポキ
シアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、
ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ＰＢＯ（ｐｏｌｙｂｅ
ｎｚｏｘａｚｏｌｅ）又はポリノルボルネン樹脂等を含浸させた材料を用いる。特に、ポ
リイミド樹脂、ＰＢＯ及び織布又は不織布を用いた材料は、膜強度、引張弾性率及び破断
伸び率等の機械的特性が優れているため、高い信頼性を得ることができる。本発明におい
ては、ポリイミドを１０μｍの厚みで用いた。
【００７６】
　配線層１２の主たる材料は、銅、金、ニッケル、アルミニウム、銀及びパラジウムのい
ずれか１つ又は複数から構成されるが、銅が抵抗値及びコストの面で最も好適である。ま
た、ニッケルは、絶縁材料等の他の材料との界面反応を防止でき、磁性体としての特性を
活用したインダクタ又は抵抗配線として使用できる。
【００７７】
　配線層１２は、上述の如く例えば銅によって形成されており、その厚さは例えば１０μ
ｍである。配線層１２は、例えばサブトラクティブ法、セミアディティブ法又はフルアデ
ィティブ法等によって形成する。
【００７８】
　サブトラクティブ法は、基板上に設けられた銅箔上に所望のパターンのレジストを形成
し、不要な銅箔をエッチングした後に、レジストを剥離して所望のパターンを得る方法で
ある。
【００７９】
　セミアディティブ法は、無電解めっき法、スパッタ法又はＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等によって給電層を形成した後、所望のパターン
に開口されたレジストを形成し、レジスト開口部内に電解めっき法による金属を析出させ
、レジストを除去した後に給電層をエッチングして所望の配線パターンを得る方法である
。
【００８０】
　フルアディティブ法は、基板上に無電解めっき触媒を吸着させた後に、レジストでパタ
ーンを形成し、このレジストを絶縁膜として残したまま触媒を活性化し、無電解めっき法
によって絶縁膜の開口部に金属を析出させることで所望の配線パターンを得る方法である
。
【００８１】
　また、配線層１２が設けられる絶縁層（図示せず）に配線パターンとなる凹部を設けて
おき、無電解めっき法、スパッタ法又はＣＶＤ法等によって給電層を形成した後、無電解
めっき法又は電解めっき法によって凹部を埋め込み、表面を研磨により整える方法を用い
てもよい。
【００８２】
　第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接、又
は配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。
【００８３】
　第１電極１３は、例えば複数の層が積層されたものであり、例えば、第１電極１３の表
面に形成される半田ボールの濡れ性又はボンディングワイヤーとの接続性を考慮して、第
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１電極１３の表面は、金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群から選択された少なくとも
１種の金属又は合金で形成されることが好ましい。本発明においては、銅５μｍ、ニッケ
ル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【００８４】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。
【００８５】
　第２電極１４は、絶縁層１１に埋設され、配線層１２及び第１電極１３と電気的に接続
されている。また、第２電極１４の配線層１２及び第１電極１３と接続されている面の反
対側の面が露出しており、配線層１２及び第１電極１３が形成されている面の反対側の絶
縁層１１の表面と同一平面となっている。
【００８６】
　更に、第２電極１４の露出した面に対する側面が絶縁層１１と一部接触していない、又
は接触していない構造となる。なお、接触していない構造は、半田材料を用いた接続の場
合は、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙間が形成されていればよく、室温時
に接触していてもよい。
【００８７】
　第２電極１４は、例えば複数の層が積層されたものであり、例えば、第２電極１４の表
面に形成される半田ボールの濡れ性又はボンディングワイヤーとの接続性を考慮して、第
２電極１４の表面は、金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群から選択された少なくとも
１種の金属又は合金で形成されることが好ましい。また、ワイヤーボンディング性の安定
化のため、第２電極１４の側面にニッケル又はロジウムなどの硬度の高い金属層を設けて
もよい。本発明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金に
なる順に積層した。
【００８８】
　本実施形態により、第２電極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続
は第２電極１４の側面においても接続が構成され、接続信頼性が向上する。また、第２電
極１４の側面に剛性の高い金属を設けることによって安定したワイヤーボンディング性が
実現でき、接続信頼性が向上する。
【００８９】
　図２は、本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の第１変形例の一例を示す部分断面
図である。本第１変形例は、配線基板の第１実施例の構成に対して、第２電極１４と接続
している配線層１２と第１電極１３の一部が絶縁層１１の第２電極１４が埋設されている
開口部内に構成され、配線層１２と第１電極１３が絶縁層１１の側面にも接触している点
が異なり、他の部分は配線基板の第１実施形態と同様である。
【００９０】
　本実施形態の第１変形例は、配線基板の第１実施例と同様に、第２電極１４の側面が絶
縁層１１と接触していないため、半田接続は第２電極１４の側面においても接続が構成さ
れ、接続信頼性が向上する。また、第２電極１４の側面に剛性の高い金属を設けることに
よって安定したワイヤーボンディング性が実現でき、接続信頼性が向上する。また、配線
層１２の一部が絶縁層１１の開口部内に接触しているため、配線基板の第２電極１４が半
導体素子又は別基板に搭載された際に発生する応力に対して、配線基板の第１実施形態と
比較して配線層１２と絶縁層１１との両方により緩和することができるため、接続信頼性
のさらなる向上が図れる。
【００９１】
　図３は、本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の第２変形例の一例を示す部分断面
図である。本第２変形例は、配線基板の第１実施例の構成に対して、第２電極１４の配線
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層１２と接触している面の反対側の面が、絶縁層１１の配線層１２が設けられていない表
面に対して窪んでいる点が異なり、他の部分は配線基板の第１実施形態と同様である。
【００９２】
　本実施形態の第２変形例は、配線基板の第１実施例と同様に、第２電極１４の側面が絶
縁層１１と接触していないため、半田接続は第２電極１４の側面においても接続が構成さ
れ、接続信頼性が向上する。また、第２電極１４の側面に剛性の高い金属を設けることに
よって安定したワイヤーボンディング性が実現でき、接続信頼性が向上する。また、第２
電極１４が絶縁層１１の表面より窪んでいるため、半田ボール搭載時の転がりを防止する
ことができる。
【００９３】
　図４は、本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の第３変形例の一例を示す部分断面
図である。本第３変形例は、配線基板の第１実施例の構成に対して、第２電極１４の配線
層１２と接触している面の反対側の面が、絶縁層１１の配線層１２が設けられていない表
面に対して突出している点が異なり、他の部分は配線基板の第１実施形態と同様である。
【００９４】
　本実施形態の第３変形例は、配線基板の第１実施例で得られる接続信頼性をより向上さ
せることができる。つまり、第２電極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半
田接続は第２電極１４の側面においても接続が構成され、配線基板の第１実施例以上に接
続信頼性が向上する。また、第２電極１４の側面に剛性の高い金属を設けることによって
、配線基板の第１実施例以上に安定したワイヤーボンディング性が実現でき、接続信頼性
が向上する。
【００９５】
　図５は、本発明の第２実施形態に係る配線基板構成の一例を示す部分断面図である。本
第２実施形態は、配線基板の第１実施形態の絶縁層１１と配線層１２が複数積層されてい
る構造である。図５では、絶縁層１１が３層、配線層１２が２層の例を示しているが、こ
れに限定されることはなく、絶縁層１１及び配線層１２は必要とされる層数によって構成
されてよい。また、配線基板の第１実施形態で記載した図２、３及び４に示す構造を元に
絶縁層１１と配線層１２が複数積層された構造としてもよい。以下に、図１の構造を元に
絶縁層１１と配線層１２が複数積層された構造を例に説明する。
【００９６】
　図５に示す配線基板は、複数の絶縁層１１と複数の配線層１２が交互に積層されており
、絶縁層１１内に設けられるビア１５によって配線層１２が電気的に接続されている。絶
縁層１１の片側の表面に第１電極１３が設けられ、絶縁層１１の反対側の表面に第２電極
１４が設けられており、第２電極１４が露出している面に対する側面が絶縁層１１に接触
しない構造で埋設されている。絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択
して用いる。
【００９７】
　感光性の有機材料を使用する場合、ビア１５を設ける絶縁層１１の開口部はフォトリソ
グラフィー法によって形成される。非感光性の有機材料又は感光性の有機材料でパターン
解像度が低い有機材料を使用する場合、ビア１５を設ける絶縁層１１の開口部は、レーザ
加工法、ドライエッチング法又はブラスト法によって形成される。
【００９８】
　また、ビア１５の位置に予めめっきポストを形成した後に絶縁膜を形成し、研磨によっ
て絶縁膜表面を削ってめっきポストを露出させてビア１５を形成する方法によれば、絶縁
層１１に予め開口部を設ける必要が無い。本実施例においては、感光性ポリイミド樹脂を
用いたためフォトリソグラフィー法を採用した。
【００９９】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本実施例にお
いては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０１００】
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　第１電極１３は、絶縁層１１上に設けられ、ビア１５を介して配線層１２と電気的に接
続されている。第１電極１３は、例えば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３
の表面の形成に適する材料は、本発明の第１実施形態と同様である。
【０１０１】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。本発明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍ
を最表面が金になる順に積層した。
【０１０２】
　第２電極１４は、絶縁層１１に埋設され、配線層１２と電気的に接続されている。また
、第２電極１４の配線層１２と接続されている面の反対側の面が露出しており、配線層１
２が形成されている面の反対側の絶縁層１１の表面と同一平面となっている。更に、第２
電極１４の露出した面に対する側面が絶縁層１１と一部接触していない、又は接触してい
ない構造となる。なお、接触していない構造は、半田材料を用いた接続の場合は、半田材
料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙間が形成されていればよく、室温時に接触してい
てもよい。
【０１０３】
　第２電極１４は、例えば複数の層が積層されたものであり、第２電極１４の表面の形成
に適する材料や形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本発明においては、銅
５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０１０４】
　本実施形態は、配線基板の第１実施形態と同様に、第２電極１４の側面が絶縁層１１と
接触していないため、半田接続は第２電極１４の側面においても接続が構成され、接続信
頼性が向上する。また、第２電極１４の側面に剛性の高い金属を設けることによって安定
したワイヤーボンディング性が実現でき、接続信頼性が向上する。また、積層によって設
計の自由度が高くなるため、ストリップライン構造及びマイクロストリップライン構造な
どの電源並びにグランド及び信号などの各種回路の最適化が可能となる。
【０１０５】
　図６は、本発明の第２実施形態に係る配線基板構成の変形例を示す部分断面図である。
本第２実施形態の変形例は、配線基板の第２実施例の構成に対して、第１電極１３が設け
られている絶縁層１１表面に配線層１２が設けられている点が異なる。また、図５におい
ては、絶縁層１１が３層、配線層１２が２層の例を示しているが、これに限定されること
はなく、絶縁層１１及び配線層１２は必要とされる層数によって構成されてよい。更に、
配線基板の第１実施形態において記載した図２、３及び４に示す構造を元に絶縁層１１と
配線層１２が複数積層された構造としてもよい。以下に、図１の構造を元に絶縁層１１と
配線層１２が複数積層された構造を例に説明する。
【０１０６】
　本第２実施形態の変形例について、配線基板の第２実施例と異なる部分について説明を
行う。第２実施形態と同一の部分は、第２実施形態の説明と同様である。絶縁層１１の第
１電極１３が設けられている表面に設けられた配線層１２の材料及び形成方法は、本発明
の第１実施形態と同様である。
【０１０７】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。また、配線層
１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニングして同時に形成されてもよい。本実施
例においては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０１０８】
　本実施形態の変形例は、第２実施形態と同様に、第２電極１４の側面が絶縁層１１と接
触していないため、半田接続は第２電極１４の側面においても接続が構成され、接続信頼
性が向上する。また、第２電極１４の側面に剛性の高い金属を設けることによって安定し



(19) JP 4819471 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

たワイヤーボンディング性が実現でき、接続信頼性が向上する。また、積層によって設計
の自由度が高くなるため、ストリップライン構造及びマイクロストリップライン構造など
の電源並びにグランド及び信号などの各種回路の最適化が可能となる。更に、第２実施形
態よりも配線密度を高めることができ、ノイズ対策としてのシールドとしてグランド回路
を設けることによって配線基板の電気特性を向上させることができる。
【０１０９】
　なお、上述の各実施形態において、配線基板の所望の位置に、回路のノイズフィルター
の役割を果たすコンデンサが設けられていてもよい。コンデンサを構成する誘電体材料と
しては、酸化チタン、酸化タンタル、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２又はＮ
ｂ２Ｏ５等の金属酸化物、ＢＳＴ（ＢａｘＳｒ１－ｘＴｉＯ３）、ＰＺＴ（ＰｂＺｒｘＴ
ｉ１－ｘＯ３）又はＰＬＺＴ（Ｐｂ１－ｙＬａｙＺｒｘＴｉ１－ｘＯ３）等のペロブスカ
イト系材料若しくはＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９等のＢｉ系層状化合物であることが好ましい。
但し、０≦ｘ≦１、０＜ｙ＜１である。また、コンデンサを構成する誘電体材料として、
無機材料や磁性材料を混合した有機材料等を使用してもよい。
【０１１０】
　更に、絶縁層１１の１層又は複数層において、誘電率が９以上となる材料により構成さ
れ、その上下の配線層１２、第１電極１３及び第２電極１４の所望の位置に対向電極を形
成することで回路のノイズフィルターの役割を果たすコンデンサを設けてもよい。コンデ
ンサを構成する誘電体材料としては、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２又はＮｂ２Ｏ５等
の金属酸化物、ＢＳＴ（ＢａｘＳｒ１－ｘＴｉＯ３）、ＰＺＴ（ＰｂＺｒｘＴｉ１－ｘＯ

３）又はＰＬＺＴ（Ｐｂ１－ｙＬａｙＺｒｘＴｉ１－ｘＯ３）等のペロブスカイト系材料
若しくはＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９等のＢｉ系層状化合物であることが好ましい。但し、０≦
ｘ≦１、０＜ｙ＜１である。また、コンデンサを構成する誘電体材料として、無機材料や
磁性材料を混合した有機材料等を使用してもよい。
【０１１１】
　図７は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。図７に示す半導体装置は、絶縁層１１と絶縁層１１に埋設されている第２電極１４と、
絶縁層１１と第２電極１４の上に配線層１２と第１電極１３が設けられており、第２電極
１４の露出している面に対する側面が絶縁層１１に接触しておらず、第１電極１３に半導
体素子１６が半田ボール１８を介してフリップチップ接続され、アンダーフィル樹脂１７
が注入されており、第２電極１４に半田ボール１９が設けられている構造である。
【０１１２】
　また、図７では、図１に示す配線基板の第１実施形態の構成を例として用いたが、図２
乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び第３変形
例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図７では１つ
の半導体素子を記載したが、複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更にはコンデン
サ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。
【０１１３】
　絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択して用いる。本発明において
は、ポリイミドを１０μｍの厚みで用いた。
【０１１４】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。
【０１１５】
　第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接、又
は、配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例え
ば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発明
の第１実施形態と同様である。
【０１１６】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
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ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。本発明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金
０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０１１７】
　第２電極１４は、絶縁層１１に埋設され、配線層１２及び第１電極１３と電気的に接続
されている。また、第２電極１４の配線層１２及び第１電極１３と接続されている面の反
対側の面が露出しており、配線層１２及び第１電極１３が形成されている面の反対側の絶
縁層１１の表面と同一平面となっている。更に、第２電極１４の露出した面に対する側面
が絶縁層１１と一部接触していない、又は接触していない構造となる。
【０１１８】
　なお、接触していない構造は、半田材料を用いた接続の場合は、半田材料がリフロー時
に流れ込むのに必要な隙間が形成されていればよく、室温時に接触していてもよい。本発
明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層
した。
【０１１９】
　半導体素子１６は、半導体素子１６表面の電極（図示せず）が第１電極１３と半田ボー
ル１８を介して電気的に接続されており、半導体素子１６と配線基板との間の空間にアン
ダーフィル樹脂１７が充填されている。アンダーフィル樹脂１７は、配線基板と半導体素
子１６との熱膨張率差を小さくして半田ボール１８が破断することを防止する目的で使用
される。半田ボール１８が所望の信頼性を確保できる強度を有していれば、アンダーフィ
ル樹脂１７は必ずしも充填する必要はない。
【０１２０】
　半田ボール１８は、半田材料からなる微小ボールで、半導体素子１６の電極上にめっき
法、ボール転写又は印刷法によって形成される。半田ボール１８の材料は、鉛錫の共晶半
田又は鉛フリーの半田材料から適宜選択することができる。アンダーフィル樹脂１７はエ
ポキシ系の材料から構成され、半導体素子１６が半田ボール１８によって接続された後で
充填される。
【０１２１】
　半田ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために第２電極１４に取り
付けられる。半田ボール１９は、半田材料からなるボールで、第２電極１４上にボール転
写又は印刷法によって形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、
金属製のピンを半田付けした構造を取ってもよい。金属製のピンを半田付けする場合にお
いても、第２電極１４の側面に半田との接合部分が形成されるため、接続信頼性が良好で
ある。
【０１２２】
　本発明の半導体装置の半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足
している場合は、別途、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい
。
【０１２３】
　本実施形態により、第２電極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続
は第２電極１４の側面においても接続が構成され、接続信頼性が向上する。
【０１２４】
　図８は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。本第２実施形態は、半導体装置の第１実施形態に封止樹脂２０が半導体素子１６を覆う
ように設けられた構造である。また、図８においては、図１に示す配線基板の第１実施形
態の構成を例として用いたが、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第
１変形例、第２変形例及び第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を
用いてもよい。更に、図８では１つの半導体素子を記載したが、複数の半導体素子が搭載
されていてもよく、更にはコンデンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。以下
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に、本第２実施形態が第１実施形態と異なる部分について説明する。半導体装置の第１実
施形態と同一の部分は、第１実施形態の説明と同様である。
【０１２５】
　封止樹脂２０は、エポキシ系の材料にシリカフィラーを混ぜた材料から構成され、搭載
されている半導体素子１６と接続部分の配線とを覆う様に金型を用いたトランスファーモ
ールディング法、圧縮形成モールド法又は印刷法などで設けられる。図８においては、配
線基板の片側全体を封止樹脂２０が覆っている構造となっているが、半導体素子１６を部
分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。
【０１２６】
　本実施形態により、半導体素子１６が封止樹脂２０で覆われていることから、半導体素
子１６を保護することができる。また、封止樹脂２０を設けることによって半導体装置全
体の剛性を上げることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。更にまた、第２電
極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続は第２電極１４の側面におい
ても接続が構成され、接続信頼性が向上する。
【０１２７】
　図９は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。本第３実施形態は、半導体装置の第２実施形態の半導体素子１６の接続形態をワイヤー
ボンディングとした構造である。本第３実施形態は、配線基板の第１電極１３が形成され
ている面に、接着剤２２により半導体素子１６の回路が形成されていない面が接着され、
半導体素子１６の電極（図示せず）と第１電極１３とがボンディングワイヤー２１により
接続され、封止樹脂２０により覆われている構造である。
【０１２８】
　また、図９においては、図１に示す配線基板の第１実施形態の構成を例として用いたが
、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び第
３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図９で
は１つの半導体素子を記載したが、複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更にはコ
ンデンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。以下に、本第３実施形態が第１実
施形態及び第２実施形態と異なる部分について説明する。半導体装置の第１実施形態及び
第２実施形態と同一の部分は、第１実施形態及び第２実施形態の説明と同様である。
【０１２９】
　接着剤２２は、半導体素子１６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又は
Ａｇペーストなどを使用する。
【０１３０】
　ボンディングワイヤー２１は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体素子１６
の電極（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。
【０１３１】
　図９においては、配線基板の片側全体を、半導体素子１６を含めて封止樹脂２０が覆っ
ている構造となっているが、半導体素子１６を部分的に覆い、配線基板の一部が露出する
構造としてもよい。
【０１３２】
　本実施形態により、半導体素子１６が封止樹脂２０で覆われていることから、半導体素
子１６を保護することができる。また、封止樹脂２０を設けることによって半導体装置全
体の剛性を上げることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。更にまた、第２電
極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続は第２電極１４の側面におい
ても接続が構成され、接続信頼性が向上する。
【０１３３】
　図１０は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図であ
る。本第４実施形態は、半導体装置の第１実施形態に対して、第１電極１３ではなく第２
電極１４に半導体素子１６を搭載した構造である。また、図１０においては、図１に示す
配線基板の第１実施形態の構成を例として用いたが、図２乃至６のいずれかに示す配線基
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板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び第３変形例、並びに第２実施形態及び第
２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図１０では１つの半導体素子を記載したが、
複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更にはコンデンサ及び抵抗などの部品も搭載
されていてもよい。
【０１３４】
　絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択して用いる。本発明において
は、ポリイミドを１０μｍの厚みで用いた。
【０１３５】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。
【０１３６】
　第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接、又
は、配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例え
ば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発明
の第１実施形態と同様である。
【０１３７】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。本発明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金
０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０１３８】
　第２電極１４は、絶縁層１１に埋設され、配線層１２及び第１電極１３と電気的に接続
されている。また、第２電極１４の配線層１２及び第１電極１３と接続されている面の反
対側の面が露出しており、配線層１２及び第１電極１３が形成されている面の反対側の絶
縁層１１の表面と同一平面となっている。更に、第２電極１４の露出した面に対する側面
が絶縁層１１と一部接触していない、又は接触していない構造となる。
【０１３９】
　なお、接触していない構造は、半田材料を用いた接続の場合は、半田材料がリフロー時
に流れ込むのに必要な隙間が形成されていればよく、室温時に接触していてもよい。本発
明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層
した。
【０１４０】
　半導体素子２４は、半導体素子２４表面の電極（図示せず）が第２電極１４と半田ボー
ル２３を介して電気的に接続されており、半導体素子２４と配線基板との間の空間にアン
ダーフィル樹脂２５が充填されている。アンダーフィル樹脂２５は、配線基板と半導体素
子２４との熱膨張率差を小さくして半田ボール２３が破断することを防止する目的で使用
される。半田ボール２３が所望の信頼性を確保できる強度を有していれば、アンダーフィ
ル樹脂２５は必ずしも充填する必要はない。
【０１４１】
　半田ボール２３は、半田材料からなる微小ボールで、半導体素子２３の電極上にめっき
法、ボール転写又は印刷法によって形成される。半田ボール２３の材料は、鉛錫の共晶半
田又は鉛フリーの半田材料から適宜選択することができる。アンダーフィル樹脂２５はエ
ポキシ系の材料から構成され、半導体素子２４が半田ボール２３によって接続された後で
充填される。
【０１４２】
　半田ボール１９は、本発明の半導体装置が別基板に搭載されるため第１電極１３に取り
付けられる。半田ボール１９は、半田材料からなるボールで、第１電極１３上にボール転
写又は印刷法により形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金
属製のピンを半田付けした構造を取ってもよい。
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【０１４３】
　本発明の半導体装置の半導体素子２４を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足
している場合は、別途、半導体素子２４の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい
。
【０１４４】
　本実施形態により、第２電極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半導体素
子２４との半田ボール２３による接続では第２電極１４の側面でも半田材料との接続が構
成され、接続信頼性が向上する。
【０１４５】
　図１１は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図であ
る。本第５実施形態は、半導体装置の第４実施形態に封止樹脂２９が半導体素子２４を覆
うように設けられた構造である。また、図１１においては、図１に示す配線基板の第１実
施形態の構成を例として用いたが、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態
の第１変形例、第２変形例及び第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形
例を用いてもよい。更に、図１１では１つの半導体素子を記載したが、複数の半導体素子
が搭載されていてもよく、更にはコンデンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい
。以下に、本第５実施形態が第４実施形態と異なる部分について説明する。半導体装置の
第４実施形態と同一の部分は、第４実施形態の説明と同様である。
【０１４６】
　封止樹脂２９は、エポキシ系の材料にシリカフィラーを混ぜた材料から構成され、搭載
されている半導体素子２４と接続部分の配線とを覆う様に金型を用いたトランスファーモ
ールディング法、圧縮形成モールド法又は印刷法などで設けられる。図１１においては、
配線基板の片側全体を封止樹脂２９が覆っている構造となっているが、半導体素子２４を
部分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。
【０１４７】
　本実施形態により、半導体素子２４が封止樹脂２９で覆われていることから、半導体素
子２４を保護することができる。また、封止樹脂２４を設けることによって半導体装置全
体の剛性を上げることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。更にまた、第２電
極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半導体素子２４との半田ボール２３に
よる接続においては第２電極１４の側面においても半田材料との接続が構成され、接続信
頼性が向上する。
【０１４８】
　図１２は、本発明の第６実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図であ
る。本第６実施形態は、半導体装置の第５実施形態の半導体素子２６の接続形態をワイヤ
ーボンディングとした構造である。本第６実施形態は、配線基板の第２電極１４が形成さ
れている面に、接着剤２７により半導体素子２６の回路が形成されていない面が接着され
、半導体素子２６の電極（図示せず）と第２電極１４とがボンディングワイヤー２８によ
り接続され、封止樹脂２９により覆われている構造である。
【０１４９】
　また、図１２においては、図１に示す配線基板の第１実施形態の構成を例として用いた
が、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び
第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図１
２では１つの半導体素子を記載したが、複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更に
はコンデンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。以下に、本第６実施形態が第
４実施形態及び第５実施形態と異なる部分について説明する。半導体装置の第４実施形態
及び第５実施形態と同一の部分は、第４実施形態及び第５実施形態の説明と同様である。
【０１５０】
　接着剤２７は、半導体素子２６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又は
Ａｇペーストなどを使用する。
【０１５１】
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　ボンディングワイヤー２８は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体素子２６
の電極（図示せず）と第２電極１４とを電気的に接続する。
【０１５２】
　図１２においては、配線基板の片側の一部を、半導体素子２６を含めて封止樹脂２９が
覆っている構造となっているが、半導体素子２６を含めて配線基板の片側全体を覆う構造
としてもよい。
【０１５３】
　本実施形態により、半導体素子２６が封止樹脂２９で覆われていることから、半導体素
子２６を保護することができる。また、封止樹脂２９を設けることによって半導体装置全
体の剛性を上げることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。
【０１５４】
　図１３は、本発明の第７実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図であ
る。図１３に示す半導体装置は、絶縁層１１と絶縁層１１に埋設されている第２電極１４
と、絶縁層１１と第２電極１４の上に配線層１２と第１電極１３とが設けられており、第
２電極１４の露出している面に対する側面が絶縁層１１に接触しておらず、第１電極１３
に半導体素子１６が半田ボール１８を介してフリップチップ接続され、アンダーフィル樹
脂１７が注入されており、第２電極１４に半導体素子２４が半田ボール２３を介してフリ
ップチップ接続され、アンダーフィル樹脂２５が注入されており、第２電極１４に半田ボ
ール１９が設けられている構造である。
【０１５５】
　また、図１３においては、図１に示す配線基板の第１実施形態の構成を例として用いた
が、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び
第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図１
３では第１電極１３に接続されている半導体素子及び第２電極１４に接続されている半導
体素子を１つとして記載したが、複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更にはコン
デンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。
【０１５６】
　絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択して用いる。本発明において
は、ポリイミドを１０μｍの厚みで用いた。
【０１５７】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。
【０１５８】
　第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接、又
は、配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例え
ば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発明
の第１実施形態と同様である。
【０１５９】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。本発明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金
０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０１６０】
　第２電極１４は、絶縁層１１に埋設され、配線層１２及び第１電極１３と電気的に接続
されている。また、第２電極１４の配線層１２及び第１電極１３と接続されている面の反
対側の面が露出しており、配線層１２及び第１電極１３が形成されている面の反対側の絶
縁層１１の表面と同一平面となっている。更に、第２電極１４の露出した面に対する側面
が絶縁層１１と一部接触していない、又は接触していない構造となる。
【０１６１】
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　なお、接触していない構造は、半田材料を用いた接続の場合は、半田材料がリフロー時
に流れ込むのに必要な隙間が形成されていれば良く、室温時に接触していてもよい。本発
明においては、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層
した。
【０１６２】
　半導体素子１６は、半導体素子１６表面の電極（図示せず）が第１電極１３と半田ボー
ル１８を介して電気的に接続されており、半導体素子１６と配線基板との間の空間をアン
ダーフィル樹脂１７が充填されている。アンダーフィル樹脂１７は、配線基板と半導体素
子１６との熱膨張率差を小さくして半田ボール１８が破断することを防止する目的で使用
される。半田ボール１８が所望の信頼性を確保できる強度を有していれば、アンダーフィ
ル樹脂１７は必ずしも充填する必要はない。
【０１６３】
　半田ボール１８の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。アンダー
フィル樹脂１７はエポキシ系の材料から構成され、半導体素子１６が半田ボール１８によ
り接続された後で充填される。
【０１６４】
　半導体素子２４は、半導体素子２４表面の電極（図示せず）が第２電極１４と半田ボー
ル２３を介して電気的に接続されており、半導体素子２４と配線基板との間の空間をアン
ダーフィル樹脂２５が充填されている。アンダーフィル樹脂２５は、配線基板と半導体素
子２４との熱膨張率差を小さくして半田ボール２３が破断することを防止する目的で使用
される。半田ボール２３が所望の信頼性を確保できる強度を有していれば、アンダーフィ
ル樹脂２５は必ずしも充填する必要はない。
【０１６５】
　半田ボール２３は、半田材料からなる微小ボールで、半導体素子２３の電極上にめっき
法、ボール転写又は印刷法によって形成される。半田ボール２３の材料は、鉛錫の共晶半
田や鉛フリーの半田材料から適宜選択することができる。アンダーフィル樹脂２５はエポ
キシ系の材料から構成され、半導体素子２４が半田ボール２３により接続された後で充填
される。
【０１６６】
　半田ボール１９は、本発明の半導体装置が別基板に搭載されるため第２電極１４に取り
付けられる。半田ボール１９は、半田材料からなるボールで、第２電極１４上にボール転
写又は印刷法により形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金
属製のピンを半田付けした構造を取ってもよい。金属製のピンを半田付けする場合でも、
第２電極１４の側面に半田との接合部分が形成されるため、接続信頼性が良好である。ま
た、図１３では半田ボール１９を第２電極１４に取り付ける構造を用いたが、第１電極１
３に取り付ける構造としてもよい。
【０１６７】
　本発明の半導体装置の半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足
している場合は、別途、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい
。
【０１６８】
　本実施形態により、第２電極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続
は第２電極１４の側面においても接続が構成され、接続信頼性が向上する。
【０１６９】
　図１４は、本発明の第７実施形態の変形例に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断
面図である。本第７実施形態の変形例は、半導体装置の第７実施形態の第２電極１４に搭
載された半導体素子２４の接続形態をワイヤーボンディングとした構造である。本第７実
施形態の変形例は、配線基板の第２電極１４が形成されている面に、接着剤２７により半
導体素子２６の回路が形成されていない面が接着され、半導体素子２６の電極（図示せず
）と第２電極１４とがボンディングワイヤー２８により接続され、封止樹脂２９により覆
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われている構造である。
【０１７０】
　また、図１４においては、図１に示す配線基板の第１実施形態の構成を例として用いた
が、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び
第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図１
４では第１電極１３に接続されている半導体素子及び第２電極１４に接続されている半導
体素子を１つとして記載したが、複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更にはコン
デンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。以下に、半導体装置の第７実施形態
との違う部分について説明する。半導体装置の第７実施形態と同一の部分は、第７実施形
態の説明と同様である。
【０１７１】
　接着剤２７は、半導体素子２６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料やＡ
ｇペーストなどを使用する。
【０１７２】
　ボンディングワイヤー２８は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体素子２６
の電極（図示せず）と第２電極１４とを電気的に接続する。
【０１７３】
　図１４においては、配線基板の片側の一部を、半導体素子２６を含めて封止樹脂２９が
覆っている構造となっているが、半導体素子２６を含めて配線基板の片側全面を覆う構造
としてもよい。この場合は、半田ボール１９は、第１電極１３に取り付けられる構造とな
る。
【０１７４】
　本実施形態により、半導体素子２６が封止樹脂２９で覆われていることから、半導体素
子２６を保護することができる。また、封止樹脂２９を設けることによって半導体装置全
体の剛性を強くすることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。
【０１７５】
　図１５は、本発明の第８実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図であ
る。本第８実施形態は、半導体装置の第７実施形態に封止樹脂２０が半導体素子１６を覆
うように設けられた構造である。また、図１５においては、図１に示す配線基板の第１実
施形態の構成を例として用いたが、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態
の第１変形例、第２変形例及び第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形
例を用いてもよい。更に、図１５では第１電極１３に接続されている半導体素子及び第２
電極１４に接続されている半導体素子を１つとして記載したが、複数の半導体素子が搭載
されていてもよく、更にはコンデンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。更に
また、半導体装置の第７実施形態の変形例と同様に、第２電極１４に搭載される半導体素
子２４をワイヤーボンディングで接続してもよい。以下に、半導体装置の第７実施形態と
の違う部分について説明する。半導体装置の第７実施形態及び第７実施形態の変形例と同
一の部分は、第７実施形態及び第７実施形態の変形例の説明と同様である。
【０１７６】
　封止樹脂２０は、エポキシ系の材料にシリカフィラーを混ぜた材料から構成され、搭載
されている半導体素子１６と接続部分の配線とを覆う様に金型を用いたトランスファーモ
ールディング法、圧縮形成モールド法又は印刷法などで設けられる。図１５においては、
配線基板の片側全体を封止樹脂２０が覆っている構造となっているが、半導体素子１６を
部分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。
【０１７７】
　本実施形態により、半導体素子１６が封止樹脂２０で覆われていることから、半導体素
子１６を保護することができる。また、封止樹脂２０を設けることによって半導体装置全
体の剛性を上げることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。更にまた、第２電
極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続は第２電極１４の側面でも接
続が構成され、接続信頼性が向上する。
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【０１７８】
　図１６は、本発明の第９実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図であ
る。本第９実施形態は、半導体装置の第８実施形態の半導体素子１６の接続形態をワイヤ
ーボンディングとした構造である。本第９実施形態は、配線基板の第１電極１３が形成さ
れている面に、接着剤２２により半導体素子１６の回路が形成されていない面が接着され
、半導体素子１６の電極（図示せず）と第１電極１３とがボンディングワイヤー２１によ
り接続され、封止樹脂２０により覆われている構造である。
【０１７９】
　また、図１６においては、図１に示す配線基板の第１実施形態の構成を例として用いた
が、図２乃至６のいずれかに示す配線基板の第１実施形態の第１変形例、第２変形例及び
第３変形例、並びに第２実施形態及び第２実施形態の変形例を用いてもよい。更に、図１
６では第１電極１３に接続されている半導体素子及び第２電極１４に接続されている半導
体素子を１つとして記載したが、複数の半導体素子が搭載されていてもよく、更にはコン
デンサ及び抵抗などの部品も搭載されていてもよい。更にまた、半導体装置の第７実施形
態の変形例と同様に、第２電極１４に搭載される半導体素子２４をワイヤーボンディング
で接続してもよい。以下に、半導体装置の第７実施形態との違う部分について説明する。
半導体装置の第７実施形態及び第７実施形態の変形例と同一の部分は、第７実施形態及び
第７実施形態の変形例の説明と同様である。
【０１８０】
　接着剤２２は、半導体素子１６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料やＡ
ｇペーストなどを使用する。
【０１８１】
　ボンディングワイヤー２１は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体素子１６
の電極（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。
【０１８２】
　図１６においては、配線基板の片側全体を封止樹脂２０が覆っている構造となっている
が、半導体素子１６を部分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。
【０１８３】
　本実施形態により、半導体素子１６が封止樹脂２０で覆われていることから、半導体素
子１６を保護することができる。また、封止樹脂２０を設けることによって半導体装置全
体の剛性を強くすることができ、パッケージ全体の信頼性を向上できる。更にまた、第２
電極１４の側面が絶縁層１１と接触していないため、半田接続では第２電極１４の側面で
も接続が構成され、接続信頼性が向上する。
【０１８４】
　次に、本発明の配線基板の製造方法について、添付の図面を参照して具体的に説明する
。図１７（ａ）乃至（ｇ）は、本発明の第１実施形態に係る配線基板の製造法の一例を工
程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の第１実施形態に係る配
線基板（図１）を製造するためのものである。なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処
理を行う。
【０１８５】
　先ず、図１７（ａ）に示すとおり、支持基板３０を用意し、必要であれば表面のウェッ
ト洗浄、ドライ洗浄、平坦化及び粗化など処理を施す。支持基板３０は、導電性の材料又
は表面に導電性の膜が形成された材料で、適度な剛性を有していることが望ましいため、
シリコン、サファイア及びＧａＡｓ等の半導体ウエハ材料並びに金属、石英、ガラス、セ
ラミック及びプリント板を用いることができる。本発明においては、熱酸化膜付き８イン
チ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せず）と
導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板を用いた。
【０１８６】
　次に、図１７（ｂ）に示すとおり、絶縁層１１を第２電極１４が形成される部分が開口
されるように形成する。支持基板３０に導電性の膜が形成された構成の場合、導電性の膜
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上に絶縁層１１が設けられる。絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択
して用いる。
【０１８７】
　感光性の有機材料を使用する場合、第２電極１４が形成される部分の絶縁層１１の開口
部はフォトリソグラフィー法により形成される。非感光性の有機材料又は感光性の有機材
料でパターン解像度が低い有機材料を使用する場合、絶縁層１１の開口部は、レーザ加工
法、ドライエッチング法又はブラスト法により形成される。本実施例においては、感光性
ポリイミド樹脂を７μｍの厚みで用いたためフォトリソグラフィー法を採用した。
【０１８８】
　次に、図１７（ｃ）に示すとおり、第２電極１４を絶縁層１１の開口部内に形成する。
第２電極１４は、１つ又は複数の金属層から形成される。形成される金属層は、主として
銅、ニッケル、金及び銀などの材料、又は、合金から形成される。支持基板３０に導電性
の膜が形成される場合、この導線性の膜上に形成した絶縁層１１をマスクとして、電解め
っき法、無電解めっき法、印刷法及び蒸着法などによって第２電極１４が形成される。
【０１８９】
　図１７（ｃ）においては、第２電極１４を絶縁層１１の厚みと同じ厚みまで形成した状
態を示したが、第２電極１４の厚みが絶縁層１１の厚みより薄くなっている状態とするこ
とで、図２に示す配線基板の第１実施形態の第１変形例が得られる。本実施例においては
、支持基板３０より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ５μｍの順に
積層し、絶縁層１１と第２電極１４の厚みをほぼ同じとした。
【０１９０】
　次に、図１７（ｄ）に示すとおり、配線層１２を第２電極１４と絶縁層１１上に形成す
る。
【０１９１】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本実施例にお
いては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０１９２】
　次に、図１７（ｅ）に示すとおり、第１電極１３を絶縁層１１と第２電極１４上に形成
する。第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接
、又は配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例
えば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発
明の第１実施形態と同様である。
【０１９３】
　第１電極１３は、配線層１２と同様に、上述のサブトラクティブ法、セミアディティブ
法又はフルアディティブ法によって形成される。また、図示していないが、第１電極１３
の内側に開口部を有するパターン又は第１電極１３に接触しない開口部を有するパターン
のソルダーレジストを追加してもよい。更に、ソルダーレジストパターンを形成した後に
、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設けた構造としてもよい。更にまた、配線層
１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニングして同時に形成されてもよい。本発明
においては、セミアディティブ法を用いて、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍ
を最表面が金になる順に積層した。
【０１９４】
　次に、図１７（ｆ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
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用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が 望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層
を透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。
これとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の
接着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程におい
て、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶
液に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密
着が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透さ
せ、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメ
タル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥
離したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０１９５】
　次に、図１７（ｇ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り行われる。エッチングを行わなくとも半田材料のリフロー時に第２電極１４と絶縁層１
１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙間が形成されていれば、エッチング
は必ずしも必要ではない。
【０１９６】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０１９７】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、配線基板の第１
実施形態の第２変形例に示す配線基板を作成することができる。また、主に絶縁層１１を
エッチングすることによって配線基板の第１実施形態の第３変形例に示す配線基板を作成
することができる。本発明においては、露出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜
を形成した。
【０１９８】
　本実施形態をとることによって、配線基板の第１実施形態並びに第１実施形態の第１変
形例、第２変形例及び第３変形例が効率的に作成できる。
【０１９９】
　図１８（ａ）乃至（ｈ）は、本発明の第２実施形態に係る配線基板の製造法の一例を工
程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の第１実施形態に係る配
線基板（図１）を製造するためのものである。なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処
理を行う。
【０２００】
　先ず、図１８（ａ）に示すとおり、支持基板３０を用意し、必要であれば表面のウェッ
ト洗浄、ドライ洗浄、平坦化及び粗化など処理を施す。支持基板３０は、導電性の材料又
は表面に導電性の膜が形成された材料で、適度な剛性を有していることが望ましいため、
シリコン、サファイア及びＧａＡｓ等の半導体ウエハ材料並びに金属、石英、ガラス、セ
ラミック及びプリント板を用いることができる。本発明においては、熱酸化膜付き８イン
チ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せず）と
導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板を用いた。
【０２０１】
　次に、図１８（ｂ）に示すとおり、絶縁層１１を第２電極１４が形成される部分が開口
されるように形成する。支持基板３０に導電性の膜が形成された構成の場合、導電性の膜
上に絶縁層１１が設けられる。絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択
して用いる。
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【０２０２】
　感光性の有機材料を使用する場合、第２電極１４が形成される部分の絶縁層１１の開口
部はフォトリソグラフィー法により形成される。非感光性の有機材料又は感光性の有機材
料でパターン解像度が低い有機材料を使用する場合、絶縁層１１の開口部は、レーザ加工
法、ドライエッチング法又はブラスト法により形成される。本実施例においては、感光性
ポリイミド樹脂を７μｍの厚みで用いたためフォトリソグラフィー法を採用した。
【０２０３】
　次に、図１８（ｃ）に示すとおり、絶縁層１１よりもウェットエッチング又はドライエ
ッチングによって除去されやすい絶縁膜３１を形成する。絶縁膜３１は、絶縁層１１より
もエッチングされやすい材料となるように、例えば感光性又は非感光性の有機材料又は無
機材料で形成されており、有機材料は、例えば、エポキシ樹脂、エポキシアクリレート樹
脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、
ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ＰＢＯ（ｐｏｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌ
ｅ）及びポリノルボルネン樹脂等、また、無機材料は、例えば、酸化ケイ素、窒化ケイ素
、酸窒化ケイ素、炭化ケイ素、ｌｏｗ－ｋ材料、アルミナ、窒化アルミ及びガラスセラミ
ックなどの材料を用いる。
【０２０４】
　感光性の有機材料を使用する場合、第２電極１４が形成される部分の絶縁層１１の開口
部はフォトリソグラフィー法により形成される。非感光性の有機材料又は感光性の有機材
料でパターン解像度が低い有機材料を使用する場合、絶縁層１１の開口部は、レーザ加工
法、ドライエッチング法又はブラスト法により形成される。絶縁層１１表面に絶縁膜３１
が形成された場合は、絶縁層１１の表面上に形成された絶縁膜３１をエッチング又は研磨
により除去することによって開口部側壁のみに形成する。また、図１８（ｃ）では、絶縁
膜３１を絶縁層１１の開口部側壁に形成しているが、以後の工程及び信頼性に問題がなけ
れば、絶縁層１１の表面も覆うように絶縁膜３１を形成してもよい。本実施例においては
、感光性エポキシ樹脂をフォトリソグラフィー法によって開口部内部に設けた。
【０２０５】
　次に、図１８（ｄ）に示すとおり、第２電極１４を絶縁層１１の開口部内に形成する。
第２電極１４は、１つ又は複数の金属層から形成される。形成される金属層は、主として
銅、ニッケル、金及び銀などの材料、又は、合金から形成される。絶縁層１１をマスクと
して、電解めっき法、無電解めっき法、印刷法及び蒸着法などによって第２電極１４が形
成される。
【０２０６】
　図１８（ｄ）においては、第２電極１４を絶縁層１１の厚みと同じ厚みまで形成した状
態を示したが、第２電極１４の厚みが絶縁層１１の厚みより薄くなっている状態とするこ
とで、図２に示す配線基板の第１実施形態の第１変形例が得られる。本実施例においては
、支持基板３０より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ５μｍの順に
積層し、絶縁層１１と第２電極１４の厚みをほぼ同じとした。
【０２０７】
　次に、図１８（ｅ）に示すとおり、配線層１２を第２電極１４と絶縁層１１上に形成す
る。
【０２０８】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本実施例にお
いては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０２０９】
　次に、図１８（ｆ）に示すとおり、第１電極１３を絶縁層１１と第２電極１４上に形成
する。第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接
、又は配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例
えば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発
明の第１実施形態と同様である。
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【０２１０】
　第１電極１３は、配線層１２と同様に、上述のサブトラクティブ法、セミアディティブ
法又はフルアディティブ法によって形成される。また、図示していないが、第１電極１３
の内側に開口部を有するパターン又は第１電極１３に接触しない開口部を有するパターン
のソルダーレジストを追加してもよい。更に、ソルダーレジストパターンを形成した後に
、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設けた構造としてもよい。更にまた、配線層
１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニングして同時に形成されてもよい。本発明
においては、セミアディティブ法を用いて、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍ
を最表面が金になる順に積層した。
【０２１１】
　次に、図１８（ｇ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が 望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層
を透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。
これとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の
接着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程におい
て、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶
液に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密
着が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透さ
せ、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメ
タル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥
離したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０２１２】
　次に、図１８（ｈ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り絶縁膜３１をエッチングすることで行われる。エッチングを行わなくとも半田材料のリ
フロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙
間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０２１３】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０２１４】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、配線基板の第１
実施形態の第２変形例に示す配線基板を作成することができる。また主に絶縁層１１をエ
ッチングすることによって配線基板の第１実施形態の第３変形例に示す配線基板を作成す
ることができる。本発明においては、露出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜を
形成した。
【０２１５】
　本実施形態をとることによって、配線基板の第１実施形態並びに第１実施形態の第１変
形例、第２変形例及び第３変形例が効率的に作成できる。
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【０２１６】
　図１９（ａ）乃至（ｈ）は、本発明の第３実施形態に係る配線基板の製造法の一例を工
程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の第１実施形態に係る配
線基板（図１）を製造するためのものである。なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処
理を行う。
【０２１７】
　先ず、図１９（ａ）に示すとおり、支持基板３０を用意し、必要であれば表面のウェッ
ト洗浄、ドライ洗浄、平坦化及び粗化など処理を施す。支持基板３０は、導電性の材料又
は表面に導電性の膜が形成された材料で、適度な剛性を有していることが望ましいため、
シリコン、サファイア及びＧａＡｓ等の半導体ウエハ材料並びに金属、石英、ガラス、セ
ラミック及びプリント板を用いることができる。本発明においては、熱酸化膜付き８イン
チ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せず）と
導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板を用いた。
【０２１８】
　次に、図１９（ｂ）に示すとおり、第２電極１４を、上述の、例えばサブトラクティブ
法、セミアディティブ法又はフルアディティブ法等によって形成する。第２電極１４は、
１つ又は複数の金属層から形成される。形成される金属層は、主として銅、ニッケル、金
及び銀などの材料、又は、合金から形成される。本実施例においては、スパッタ膜を給電
層としたセミアディティブ法を用いて、Ｃｕ３μｍ、Ｎｉ５μｍの順に積層した。
【０２１９】
　次に、図１９（ｃ）に示すとおり、絶縁層１１を第２電極１４が形成されている面に、
第２電極１４を覆うように形成する。絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様
に選択して用いる。本実施例においては、非感光性ポリイミド樹脂を１０μｍの厚みで用
いた。
【０２２０】
　次に、図１９（ｄ）に示すとおり、絶縁層１１に覆われている第２電極１４の支持基板
３０と接している面の反対側の面が絶縁層１１より露出するように絶縁層１１表面を除去
する。除去法としては、ウェットエッチング法、ドライエッチング法、ベルトサンダー法
、バフ研磨法、並行平板研磨法、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐ
ｏｌｉｓｈ）法、切削法及びウォーターカッター又はスライサーによって所望の位置で分
割する方法などにより行われる。また、レーザ法、ドライエッチング法又はウェットエッ
チング法を用いて、絶縁層１１を部分的に加工することで、第２電極１４の支持基板３０
と接している面の反対側の面を絶縁層１１より露出させてもよい。本実施例においては、
ＣＭＰ法を用いて第２電極１４を露出させた。
【０２２１】
　次に、図１９（ｅ）に示すとおり、配線層１２を第２電極１４と絶縁層１１上に形成す
る。
【０２２２】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本実施例にお
いては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０２２３】
　次に、図１９（ｆ）に示すとおり、第１電極１３を絶縁層１１と第２電極１４上に形成
する。第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接
、又は配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例
えば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発
明の第１実施形態と同様である。第１電極１３は、配線層１２と同様に、上述のサブトラ
クティブ法、セミアディティブ法又はフルアディティブ法によって形成される。
【０２２４】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
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ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。本発明においては、セミアディティブ法を用いて、銅
５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０２２５】
　次に、図１９（ｇ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が 望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層
を透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。
これとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の
接着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程におい
て、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶
液に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密
着が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透さ
せ、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメ
タル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥
離したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０２２６】
　次に、図１９（ｈ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り行われる。エッチングを行わなくとも半田材料のリフロー時に第２電極１４と絶縁層１
１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙間が形成されていれば、エッチング
は必ずしも必要ではない。
【０２２７】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０２２８】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、配線基板の第１
実施形態の第２変形例に示す配線基板を作成することができる。また、主に絶縁層１１を
エッチングすることによって配線基板の第１実施形態の第３変形例に示す配線基板を作成
することができる。本発明においては、露出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜
を形成した。
【０２２９】
　本実施形態をとることによって、配線基板の第１実施形態並びに第１実施形態の第１変
形例、第２変形例及び第３変形例が効率的に作成できる。
【０２３０】
　図２０（ａ）乃至（ｈ）は、本発明の第４実施形態に係る配線基板の製造法の一例を工
程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の第１実施形態に係る配
線基板（図１）を製造するためのものである。なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処
理を行う。
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【０２３１】
　先ず、図２０（ａ）に示すとおり、支持基板３０を用意し、必要であれば表面のウェッ
ト洗浄、ドライ洗浄、平坦化及び粗化など処理を施す。支持基板３０は、導電性の材料又
は表面に導電性の膜が形成された材料で、適度な剛性を有していることが望ましいため、
シリコン、サファイア及びＧａＡｓ等の半導体ウエハ材料並びに金属、石英、ガラス、セ
ラミック及びプリント板を用いることができる。本発明においては、熱酸化膜付き８イン
チ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せず）と
導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板を用いた。
【０２３２】
　次に、図２０（ｂ）に示すとおり、第２電極１４を、上述の、例えばサブトラクティブ
法、セミアディティブ法又はフルアディティブ法等によって形成する。第２電極１４は、
１つ又は複数の金属層から形成される。形成される金属層は、主として銅、ニッケル、金
及び銀などの材料、又は、合金から形成される。本実施例においては、スパッタ膜を給電
層としたセミアディティブ法を用いて、Ｃｕ３μｍ、Ｎｉ５μｍの順に積層した。
【０２３３】
　次に、図２０（ｃ）に示すとおり、絶縁層１１よりもウェットエッチング又はドライエ
ッチングによって除去されやすい絶縁膜３１と絶縁層１１を第２電極１４が形成されてい
る面に、第２電極１４を覆うように順に形成する。
【０２３４】
　絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と同様に選択して用いる。
【０２３５】
　また、絶縁膜３１は、絶縁層１１よりもエッチングされやすい材料となるように、例え
ば感光性又は非感光性の有機材料で形成されており、有機材料は、例えば、エポキシ樹脂
、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノー
ル樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ＰＢＯ（ｐｏ
ｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌｅ）及びポリノルボルネン樹脂等の材料を用いる。本実施例に
おいては、絶縁膜３１にエポキシ樹脂を２μｍ、絶縁層１１に非感光性ポリイミド樹脂を
８μｍの厚みで用いた。
【０２３６】
　次に、図２０（ｄ）に示すとおり、絶縁層１１と絶縁膜３１に覆われている第２電極１
４の支持基板３０と接している面の反対側の面が絶縁層１１と絶縁膜３１より露出するよ
うに絶縁層１１と絶縁膜３１を除去する。除去法としては、ウェットエッチング法、ドラ
イエッチング法、ベルトサンダー法、バフ研磨法、並行平板研磨法、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈ）法、切削法及びウォーターカッター又は
スライサーによって所望の位置で分割する方法などにより行われる。また、レーザ法、ド
ライエッチング法又はウェットエッチング法を用いて、絶縁層１１を部分的に加工するこ
とで、第２電極１４の支持基板３０と接している面の反対側の面を絶縁層１１より露出さ
せてもよい。本実施例においては、ＣＭＰ法を用いて第２電極１４を露出させた。
【０２３７】
　次に、図２０（ｅ）に示すとおり、配線層１２を第２電極１４と絶縁層１１上に形成す
る。
【０２３８】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本実施例にお
いては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０２３９】
　次に、図２０（ｆ）に示すとおり、第１電極１３を絶縁層１１と第２電極１４上に形成
する。第１電極１３は、絶縁層１１及び第２電極１４上に設けられ、第２電極１４に直接
、又は配線層１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。第１電極１３は、例
えば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、本発
明の第１実施形態と同様である。第１電極１３は、配線層１２と同様に、上述のサブトラ
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クティブ法、セミアディティブ法又はフルアディティブ法によって形成される。
【０２４０】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。本発明においては、セミアディティブ法を用いて、銅
５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０２４１】
　次に、図２０（ｇ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層を
透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。こ
れとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の接
着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程において
、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶液
に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密着
が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透させ
、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメタ
ル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥離
したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０２４２】
　次に、図２０（ｈ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り絶縁膜３１をエッチングすることで行われる。エッチングを行わなくとも半田材料のリ
フロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙
間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０２４３】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０２４４】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、配線基板の第１
実施形態の第２変形例に示す配線基板を作成することができる。また、主に絶縁層１１を
エッチングすることによって配線基板の第１実施形態の第３変形例に示す配線基板を作成
することができる。本発明においては、露出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜
を形成した。
【０２４５】
　本実施形態をとることによって、配線基板の第１実施形態並びに第１実施形態の第１変
形例、第２変形例及び第３変形例が効率的に作成できる。
【０２４６】
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　図２１（ａ）乃至（ｇ）は、本発明の第５実施形態に係る配線基板の製造方法の一例を
工程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の第２実施形態に係る
配線基板（図５）を製造するためのものである。
【０２４７】
　図２１（ａ）は、上述の配線基板の製造方法において、支持基板３０上に第２電極１４
と絶縁層１１とが形成され、第２電極１４の支持基板３０に接触していない面が露出して
いる状態より説明を行う。つまり、図２１（ａ）は、配線基板の製造方法の第１実施形態
である図１７（ｃ）を例として記載したが、配線基板の製造方法の第２実施形態である図
１８（ｄ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｄ）及び配線基板の製造
方法の第４実施形態である図２０（ｄ）から開始してもよい。
【０２４８】
　配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｃ）、配線基板の製造方法である第
２実施形態である図１８（ｄ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｄ）
及び配線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｄ）のそれ以前の工程は、各配線
基板の製造方法の実施形態に則る。なお、工程間において適宜洗浄及び熱処理を行う。
【０２４９】
　先ず、図２１（ａ）に示すとおり、支持基板３０上に第２電極１４と絶縁層１１が形成
され、第２電極１４の支持基板３０に接触していない面が露出している状態を形成する。
本発明においては、熱酸化膜付き８インチ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシ
リコンウエハ上に剥離層（図示せず）と導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設
けた支持基板３０上に、感光性ポリイミド樹脂を７μｍの厚みで絶縁層１１を形成し、支
持基板３０上に形成されたシードメタル層（図示せず）より給電を行うことで支持基板３
０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ５μｍの順に積層し、絶縁層１１と第２電極１４の厚みをほぼ
同じとした。
【０２５０】
　次に、図２１（ｂ）に示すとおり、配線層１２を第２電極１４と絶縁層１１上に形成す
る。
【０２５１】
　配線層１２の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。本実施例にお
いては、スパッタ膜を給電層としたセミアディティブ法を用いた。
【０２５２】
　次に、図２１（ｃ）に示すとおり、絶縁層１１を配線層１２を覆うように形成し、電気
的接続を行うためのビア１５を形成する。絶縁層１１の材料は、本発明の第１実施形態と
同様に選択して用いる。
【０２５３】
　感光性の有機材料を使用する場合、ビア１５を設ける絶縁層１１の開口部はフォトリソ
グラフィー法により形成される。非感光性の有機材料又は感光性の有機材料でパターン解
像度が低い有機材料を使用する場合、ビア１５を設ける絶縁層１１の開口部は、レーザ加
工法、ドライエッチング法又はブラスト法により形成される。また、ビア１５の位置に予
めめっきポストを形成した後に絶縁膜を形成し、研磨により絶縁膜表面を削ってめっきポ
ストを露出させてビア１５を形成する方法によれば、絶縁層１１に予め開口部を設ける必
要が無い。本実施例においては、感光性ポリイミド樹脂を８μｍの厚みで用いたためフォ
トリソグラフィー法を採用した。
【０２５４】
　次に、図２１（ｄ）に示すとおり、図２１（ｂ）同様に配線層１２を形成する。
【０２５５】
　次に、図２１（ｅ）に示すとおり、図２１（ｃ）同様に絶縁層１１とビア１５を形成し
、第１電極１３を形成する。図２１（ｃ）では、ビア１５上に第１電極１３を形成したが
、これに限定されることなく、絶縁層１１上に第１電極１３を形成してもよい。
【０２５６】
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　第１電極１３は、絶縁層１１及びビア１５上に設けられ、ビア１５に直接、又は配線層
１２を介して第２電極１４に電気的に接続されている。
【０２５７】
　第１電極１３が形成される面に配線層１２を形成することによって、配線基板の第２実
施形態の変形例が作成できる。この場合、第１電極１３と配線層１２とを別々の工程で作
成してもよく、同一導電膜をパターニングして同時に形成されてもよい。第１電極１３は
、例えば複数の層が積層されたものであり、第１電極１３の表面の形成に適する材料は、
本発明の第１実施形態と同様である。第１電極１３は、配線層１２と同様に、上述のサブ
トラクティブ法、セミアディティブ法又はフルアディティブ法によって形成される。
【０２５８】
　また、図示していないが、第１電極１３の内側に開口部を有するパターン又は第１電極
１３に接触しない開口部を有するパターンのソルダーレジストを追加してもよい。更に、
ソルダーレジストパターンを形成した後に、その開口部を覆う様に第１電極パターンを設
けた構造としてもよい。更にまた、配線層１２と第１電極１３は、同一導電膜をパターニ
ングして同時に形成されてもよい。本発明においては、セミアディティブ法を用いて、銅
５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０．５μｍを最表面が金になる順に積層した。
【０２５９】
　次に、図２１（ｆ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層を
透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。こ
れとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の接
着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程において
、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶液
に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密着
が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透させ
、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメタ
ル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥離
したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０２６０】
　次に、図２１（ｇ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り行われる。配線基板の製造方法の第２実施形態である図１８（ｄ）又は配線基板の製造
方法の第４実施形態である図２０（ｄ）より作成した場合は、絶縁膜３１をウェットエッ
チング法又はドライエッチング法により除去する。エッチングを行わなくとも半田材料の
リフロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な
隙間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０２６１】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
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【０２６２】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、配線基板の第１
実施形態の第２変形例に示す配線基板を作成することができる。また、主に絶縁層１１を
エッチングすることによって配線基板の第１実施形態の第３変形例に示す配線基板を作成
することができる。本発明においては、露出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜
を形成した。
【０２６３】
　本実施形態をとることによって、配線基板の第２実施形態及び第２実施形態の変形例が
効率的に作成できる。また、本実施形態においては、絶縁層１１が３層、配線層１２が２
層の場合を例として記載したが、これに限定されることなく、必要な層数分を同様の工程
によって形成してもよい。
【０２６４】
　次に、本発明の半導体装置の製造方法について、添付の図面を参照して具体的に説明す
る。図２２（ａ）乃至（ｅ）は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法の一
例を工程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の半導体装置の第
１実施形態に係る半導体装置（図７）を製造するためのものである。
【０２６５】
　図２２（ａ）は、上述の配線基板の製造方法において、支持基板３０を除去する前の工
程の状態より説明を行う。つまり、図２２（ａ）は、配線基板の製造方法の第１実施形態
である図１７（ｅ）を基本の例として記載したが、配線基板の製造方法の第２実施形態で
ある図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配線基板の
製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施形態であ
る図２１（ｅ）から開始してもよい。
【０２６６】
　配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｅ）、配線基板の製造方法の第２実
施形態である図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配
線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施
形態である図２１（ｅ）のそれ以前の工程は、各配線基板の製造方法の実施形態に則る。
なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処理を行う。
【０２６７】
　先ず、図２２（ａ）に示すとおり、支持基板３０上に第２電極１４、絶縁層１１、配線
層１２及び第１電極１３が設けられた状態を形成する。本発明においては、熱酸化膜付き
８インチ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せ
ず）と導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板３０上に、感光性ポ
リイミド樹脂を７μｍの厚みで絶縁層１１を形成し、支持基板３０上に形成されたシード
メタル層（図示せず）より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ５μｍ
の順に積層し、Ｃｕ１０μｍの厚みで配線層１２を、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０
．５μｍの各厚みで金が最表面となる順に第１電極１３をセミアディティブ法で形成した
。
【０２６８】
　次に、図２２（ｂ）に示すとおり、第１電極１３に半田ボール１８を介して半導体素子
１６の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール１８が形成され
ている配線基板と半導体素子１６との間にアンダーフィル樹脂１７を充填する。アンダー
フィル樹脂１７は、配線基板と半導体素子１６との熱膨張率差を小さくして半田ボール１
８が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール１８が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂１７は必ずしも充填する必要はない。
【０２６９】
　半田ボール１８の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。アンダー
フィル樹脂１７はエポキシ系の材料から構成され、半導体素子１６が半田ボール１８によ
って接続された後で充填される。
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【０２７０】
　半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は、別途
、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
【０２７１】
　次に、図２２（ｃ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層を
透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。こ
れとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の接
着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程において
、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶液
に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密着
が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透させ
、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメタ
ル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥離
したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０２７２】
　次に、図２２（ｄ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り行われる。配線基板の製造方法の第２実施形態である図１８（ｄ）又は配線基板の製造
方法の第４実施形態である図２０（ｄ）より作成した場合は、絶縁膜３１をウェットエッ
チング法又はドライエッチング法により除去する。エッチングを行わなくとも半田材料の
リフロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な
隙間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０２７３】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０２７４】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、第２電極１４が
絶縁層１１より窪んだ構造を、また、主に絶縁層１１をエッチングすることによって第２
電極１４が絶縁層１１より突出した構造を作成することができる。本発明においては、露
出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜を形成した。
【０２７５】
　次に、図２２（ｅ）に示すとおり、半田ボール１９を第２電極１４に取り付ける。半田
ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半田ボー
ル１９は、半田材料からなるボールで、第２電極１４上にボール転写又は印刷法によって
形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半田付
けした構造を取ってもよい。また、図２２（ｅ）においては、第２電極１４に半田ボール
１９を形成したが、第１電極１３に半田ボール１９を形成してもよく、必要があれば、第
１電極１３と第２電極１４両方に形成してもよい。
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【０２７６】
　本実施形態をとることによって、半導体装置の第１実施形態が効率的に作成できる。
【０２７７】
　図２３（ａ）乃至（ｆ）は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例
を工程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の半導体装置の第２
実施形態に係る半導体装置（図８）を製造するためのものである。
【０２７８】
　図２３（ａ）は、上述の配線基板の製造方法において、支持基板３０を除去する前の工
程の状態より説明を行う。つまり、図２３（ａ）は、配線基板の製造方法の第１実施形態
である図１７（ｅ）を基本の例として記載したが、配線基板の製造方法の第２実施形態で
ある図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配線基板の
製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）、及び配線基板の製造方法の第５実施形態で
ある図２１（ｅ）から開始してもよい。
【０２７９】
　配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｅ）、配線基板の製造方法の第２実
施形態である図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配
線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施
形態である図２１（ｅ）のそれ以前の工程は、各配線基板の製造方法の実施形態に則る。
なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処理を行う。
【０２８０】
　先ず、図２３（ａ）に示すとおり、支持基板３０上に第２電極１４、絶縁層１１、配線
層１２及び第１電極１３が設けられた状態を形成する。本発明においては、熱酸化膜付き
８インチ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せ
ず）と導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板３０上に、感光性ポ
リイミド樹脂を７μｍの厚みで絶縁層１１を形成し、支持基板３０上に形成されたシード
メタル層（図示せず）より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ３μｍ
の順に積層し、Ｃｕ１０μｍの厚みで配線層１２を、銅５μｍ、ニッケル５μｍ及び金０
．５μｍの各厚みで金が最表面となる順に第１電極１３をセミアディティブ法で形成した
。
【０２８１】
　次に、図２３（ｂ）に示すとおり、第１電極１３に半田ボール１８を介して半導体素子
１６の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール１８が形成され
ている配線基板と半導体素子１６との間にアンダーフィル樹脂１７を充填する。アンダー
フィル樹脂１７は、配線基板と半導体素子１６との熱膨張率差を小さくして半田ボール１
８が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール１８が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂１７は必ずしも充填する必要はない。
【０２８２】
　半田ボール１８の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。アンダー
フィル樹脂１７はエポキシ系の材料から構成され、半導体素子１６が半田ボール１８によ
り接続された後で充填される。
【０２８３】
　また、図２３（ｂ）では、フリップチップ接続による半導体素子１６の接続形態につい
て記載したが、ワイヤーボンディングによる接続とすることで、半導体装置の第３実施形
態の半導体装置（図９）を作成することができる。この場合、接着剤２２は、半導体素子
１６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又はＡｇペーストなどを使用し、
ボンディングワイヤー２１は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体素子１６の
電極（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。
【０２８４】
　更に、半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は
、別途、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。



(41) JP 4819471 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【０２８５】
　次に、図２３（ｃ）に示すとおり、半導体素子１６を覆うように封止樹脂２０を形成す
る。封止樹脂２０は、エポキシ系の材料にシリカフィラーを混ぜた材料から構成され、搭
載されている半導体素子１６と接続部分の配線とを覆う様に金型を用いたトランスファー
モールディング法、圧縮形成モールド法又は印刷法などで設けられる。図２３（ｃ）にお
いては、配線基板の片側全体を封止樹脂２０が覆っている構造となっているが、半導体素
子１６を部分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。半導体素子１６が
封止樹脂２０で覆われていることから、半導体素子１６を保護することができる。また、
封止樹脂２０を設けることによって半導体装置全体の剛性を上げることができ、パッケー
ジ全体の信頼性を向上できる。
【０２８６】
　次に、図２３（ｄ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層を
透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。こ
れとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の接
着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程において
、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶液
に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密着
が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透させ
、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメタ
ル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥離
したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０２８７】
　次に、図２３（ｅ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り行われる。配線基板の製造方法の第２実施形態である図１８（ｄ）又は配線基板の製造
方法の第４実施形態である図２０（ｄ）より作成した場合は、絶縁膜３１をウェットエッ
チング法又はドライエッチング法により除去する。エッチングを行わなくとも半田材料の
リフロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な
隙間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０２８８】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０２８９】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、第２電極１４が
絶縁層１１より窪んだ構造を、また、主に絶縁層１１をエッチングすることによって第２
電極１４が絶縁層１１より突出した構造を作成することができる。本発明においては、露
出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜を形成した。
【０２９０】
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　次に、図２３（ｆ）に示すとおり、半田ボール１９を第２電極１４に取り付ける。半田
ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半田ボー
ル１９は、半田材料からなるボールで、第２電極１４上にボール転写又は印刷法によって
形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半田付
けした構造を取ってもよい。また、図２２（ｅ）においては、第２電極１４に半田ボール
１９を形成したが、第１電極１３に半田ボール１９を形成してもよく、必要があれば、第
１電極１３と第２電極１４両方に形成してもよい。
【０２９１】
　本実施形態をとることによって、半導体装置の第２実施形態及び第３実施形態が効率的
に作成できる。
【０２９２】
　図２４（ａ）乃至（ｃ）は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例
を工程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の半導体装置の第４
実施形態に係る半導体装置（図１０）を製造するためのものである。また、図２４（ｄ）
は、半導体素子２４が封止樹脂２９に覆われている構成の説明を行う図であり、本発明の
半導体装置の第５実施形態（図１１）に係る半導体装置を製造するためのものである。
【０２９３】
　図２４（ａ）は、上述の配線基板の製造方法において、支持基板３０を除去して第２電
極１４と絶縁層１１とが分離された後の状態より説明を行う。つまり、図２４（ａ）は、
配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｇ）を基本の例として記載したが、配
線基板の製造方法の第２実施形態である図１８（ｈ）、配線基板の製造方法の第３実施形
態である図１９（ｈ）、配線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｈ）、及び配
線基板の製造方法の第５実施形態である図２１（ｇ）から開始してもよい。
【０２９４】
　配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｇ）、配線基板の製造方法の第２実
施形態である図１８（ｈ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｈ）、配
線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｈ）及び配線基板の製造方法の第５実施
形態である図２１（ｇ）のそれ以前の工程は、各配線基板の製造方法の実施形態に則る。
なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処理を行う。
【０２９５】
　先ず、図２４（ａ）に示すとおり、配線基板が形成された状態を得る。配線基板のみで
は剛性が不足して、以降の工程が行いにくい場合は、支持基板３０を除去する工程におい
て、サポート用のフィルム又は基板に転写する方法を用いてもよい。本発明においては、
熱酸化膜付き８インチ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥
離層（図示せず）と導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板３０上
に、感光性ポリイミド樹脂を７μｍの厚みで絶縁層１１を形成し、支持基板３０上に形成
されたシードメタル層（図示せず）より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ
、Ｎｉ３μｍの順に積層し、Ｃｕ１０μｍの厚みで配線層１２を、銅５μｍ、ニッケル３
μｍ及び金０．５μｍの各厚みで金が最表面となる順に第１電極１３をセミアディティブ
法で形成し、支持基板３０を剥離除去した後に第２電極１４と絶縁層１１をウェットエッ
チングによって分離した。
【０２９６】
　次に、図２４（ｂ）に示すとおり、第２電極１４に半田ボール２３を介して半導体素子
２４の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール２３が形成され
ている配線基板と半導体素子２４との間にアンダーフィル樹脂２５を充填する。アンダー
フィル樹脂２５は、配線基板と半導体素子２４との熱膨張率差を小さくして半田ボール２
３が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール２３が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂２５は必ずしも充填する必要はない。
【０２９７】
　半田ボール２３は、半田材料からなる微小ボールで、半導体素子２３の電極上にめっき
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法、ボール転写又は印刷法によって形成される。半田ボール２３の材料は、鉛錫の共晶半
田又は鉛フリーの半田材料から適宜選択することができる。アンダーフィル樹脂２５はエ
ポキシ系の材料から構成され、半導体素子２４が半田ボール２３により接続された後で充
填される。
【０２９８】
　また、半導体素子２４を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は
、別途、半導体素子２４の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
【０２９９】
　次に、図２４（ｃ）に示すとおり、半田ボール１９を第１電極１３に取り付ける。半田
ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半田ボー
ル１９は、半田材料からなるボールで、第１電極１３上にボール転写又は印刷法によって
形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半田付
けした構造を取ってもよい。また、図２４（ｃ）においては、第１電極１３に半田ボール
１９を形成したが、第２電極１４に半田ボール１９を形成してもよく、必要があれば、第
１電極１３と第２電極１４両方に形成してもよい。
【０３００】
　また、図２４（ｄ）に示すとおり、半導体素子２４を覆うように封止樹脂２９を形成し
た構成をとってもよい。この場合、図２４（ｂ）と図２４（ｃ）の工程の間に、封止樹脂
２９を形成する工程が追加される。
【０３０１】
　封止樹脂２９は、エポキシ系の材料にシリカフィラーを混ぜた材料から構成され、搭載
されている半導体素子２４と接続部分の配線とを覆う様に金型を用いたトランスファーモ
ールディング法、圧縮形成モールド法又は印刷法などで設けられる。図２４（ｄ）におい
ては、配線基板の片側全体を封止樹脂２９が覆っている構造となっているが、半導体素子
２４を部分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。
【０３０２】
　封止樹脂２９を形成した後に、図２４（ｄ）に示すとおり、半田ボール１９を形成する
。半田ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半
田ボール１９は、半田材料からなるボールで、第１電極１３上にボール転写又は印刷法に
より形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半
田付けした構造を取ってもよい。また、図２４（ｃ）においては、第１電極１３に半田ボ
ール１９を形成したが、第２電極１４に半田ボール１９を形成しても良く、必要があれば
、第１電極１３と第２電極１４両方に形成してもよい。この工程を行うことで、半導体装
置の第５実施形態に係る半導体装置（図１１）を製造できる。
【０３０３】
　更にまた、図２４（ｄ）では、フリップチップ接続による半導体素子２４の接続形態に
ついて記載したが、ワイヤーボンディングによる接続とすることで、半導体装置の第６実
施形態の半導体装置（図１２）を作成することができる。この場合、接着剤２７は、半導
体素子２６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又はＡｇペーストなどを使
用し、ボンディングワイヤー２８は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体素子
２６の電極（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。
【０３０４】
　半導体素子２４は、図２４（ａ）の配線基板上に実装された後、封止樹脂２９によって
覆われる。その後、図２４（ｄ）に示すとおり、半田ボール１９を形成する。半田ボール
１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半田ボール１９
は、半田材料からなるボールで、第１電極１３上にボール転写又は印刷法により形成され
る。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半田付けした構
造を取ってもよい。また、図２４（ｃ）においては、第１電極１３に半田ボール１９を形
成したが、第２電極１４に半田ボール１９を形成しても良く、必要があれば、第１電極１
３と第２電極１４両方に形成してもよい。この工程を行うことで、半導体装置の第６実施
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形態（図１２）に係る半導体装置を製造できる。
【０３０５】
　本実施形態をとることで、半導体装置の第４実施形態、第５実施形態及び第６実施形態
が効率的に作成できる。
【０３０６】
　図２５（ａ）乃至（ｆ）は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例
を工程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の半導体装置の第７
実施形態に係る半導体装置（図１３）を製造するためのものである。
【０３０７】
　図２５（ａ）は、上述の配線基板の製造方法において、支持基板３０を除去する前の工
程の状態より説明を行う。つまり、図２５（ａ）は、配線基板の製造方法の第１実施形態
である図１７（ｅ）を基本の例として記載したが、配線基板の製造方法の第２実施形態で
ある図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配線基板の
製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施形態であ
る図２１（ｅ）から開始してもよい。
【０３０８】
　配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｅ）、配線基板の製造方法の第２実
施形態である図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配
線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施
形態である図２１（ｅ）のそれ以前の工程は、各配線基板の製造方法の実施形態に則る。
なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処理を行う。
【０３０９】
　先ず、図２５（ａ）に示すとおり、支持基板３０上に第２電極１４、絶縁層１１、配線
層１２及び第１電極１３が設けられた状態を形成する。本発明においては、熱酸化膜付き
８インチ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せ
ず）と導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板３０上に、感光性ポ
リイミド樹脂を７μｍの厚みで絶縁層１１を形成し、支持基板３０上に形成されたシード
メタル層（図示せず）より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ５μｍ
の順に積層し、Ｃｕ１０μｍの厚みで配線層１２を、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０
．５μｍの各厚みで金が最表面となるように第１電極１３をセミアディティブ法で形成し
た。
【０３１０】
　次に、図２５（ｂ）に示すとおり、第１電極１３に半田ボール１８を介して半導体素子
１６の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール１８が形成され
ている配線基板と半導体素子１６との間にアンダーフィル樹脂１７を充填する。アンダー
フィル樹脂１７は、配線基板と半導体素子１６との熱膨張率差を小さくして半田ボール１
８が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール１８が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂１７は必ずしも充填する必要はない。
【０３１１】
　半田ボール１８の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。アンダー
フィル樹脂１７はエポキシ系の材料から構成され、半導体素子１６が半田ボール１８によ
って接続された後で充填される。
【０３１２】
　半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は、別途
、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
【０３１３】
　次に、図２５（ｃ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
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ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層を
透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。こ
れとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の接
着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程において
、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶液
に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密着
が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透させ
、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメタ
ル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥離
したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０３１４】
　次に、図２５（ｄ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
り行われる。配線基板の製造方法の第２実施形態である図１８（ｄ）又は配線基板の製造
方法の第４実施形態である図２０（ｄ）より作成した場合は、絶縁膜３１をウェットエッ
チング法やドライエッチング法により除去する。エッチングを行わなくとも半田材料のリ
フロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な隙
間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０３１５】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０３１６】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、第２電極１４が
絶縁層１１より窪んだ構造を、また、主に絶縁層１１をエッチングすることによって第２
電極１４が絶縁層１１より突出した構造を作成することができる。本発明においては、露
出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜を形成した。
【０３１７】
　次に、図２５（ｅ）に示すとおり、第２電極１４に半田ボール２３を介して半導体素子
２４の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール２３が形成され
ている配線基板と半導体素子２４との間にアンダーフィル樹脂２５を充填する。アンダー
フィル樹脂２５は、配線基板と半導体素子２４との熱膨張率差を小さくして半田ボール２
３が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール２３が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂２５は必ずしも充填する必要はない。
【０３１８】
　半田ボール２３は、半田材料からなる微小ボールで、半導体素子２３の電極上にめっき
法、ボール転写又は印刷法によって形成される。半田ボール２３の材料は、鉛錫の共晶半
田又は鉛フリーの半田材料から適宜選択することができる。アンダーフィル樹脂２５はエ
ポキシ系の材料から構成され、半導体素子２４が半田ボール２３により接続された後で充
填される。
【０３１９】
　また、半導体素子２４を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は
、別途、半導体素子２４の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
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【０３２０】
　また、図２５（ｅ）では、フリップチップ接続による半導体素子２４の接続形態につい
て記載したが、ワイヤーボンディングによる接続とすることで、半導体装置の第７実施形
態の変形例の半導体装置（図１４）を作成することができる。この場合、接着剤２７は、
半導体素子２６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又はＡｇペーストなど
を使用し、ボンディングワイヤー２８は、主に金から構成される材料が用いられ、半導体
素子２６の電極（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。
【０３２１】
　次に、図２５（ｆ）に示すとおり、半田ボール１９を第２電極１４に取り付ける。半田
ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半田ボー
ル１９は、半田材料からなるボールで、第２電極１４上にボール転写又は印刷法によって
形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半田付
けした構造を取ってもよい。また、図２５（ｆ）においては、第２電極１４に半田ボール
１９を形成したが、第１電極１３に半田ボール１９を形成してもよく、必要があれば、第
１電極１３と第２電極１４両方に形成してもよい。
【０３２２】
　本実施形態をとることで、半導体装置の第７実施形態及び第７実施形態の変形例が効率
的に作成できる。
【０３２３】
　図２６（ａ）乃至（ｇ）は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例
を工程順に示す部分断面図である。本実施形態の製造方法は、本発明の半導体装置の第８
実施形態に係る半導体装置（図１５）を製造するためのものである。
【０３２４】
　図２６（ａ）は、上述の配線基板の製造方法において、支持基板３０を除去する前の工
程の状態より説明を行う。つまり、図２６（ａ）は、配線基板の製造方法の第１実施形態
である図１７（ｅ）を基本の例として記載したが、配線基板の製造方法の第２実施形態で
ある図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配線基板の
製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施形態であ
る図２１（ｅ）から開始してもよい。
【０３２５】
　配線基板の製造方法の第１実施形態である図１７（ｅ）、配線基板の製造方法の第２実
施形態である図１８（ｆ）、配線基板の製造方法の第３実施形態である図１９（ｆ）、配
線基板の製造方法の第４実施形態である図２０（ｆ）及び配線基板の製造方法の第５実施
形態である図２１（ｅ）のそれ以前の工程は、各配線基板の製造方法の実施形態に則る。
なお、各工程間において適宜洗浄及び熱処理を行う。
【０３２６】
　先ず、図２６（ａ）に示すとおり、支持基板３０上に第２電極１４、絶縁層１１、配線
層１２及び第１電極１３が設けられた状態を形成する。本発明においては、熱酸化膜付き
８インチ（直径２００ｍｍ）、厚さ０．７２５ｍｍのシリコンウエハ上に剥離層（図示せ
ず）と導電性のシードメタル層（図示せず）とを順に設けた支持基板３０上に、感光性ポ
リイミド樹脂を７μｍの厚みで絶縁層１１を形成し、支持基板３０上に形成されたシード
メタル層（図示せず）より給電を行うことで支持基板３０側からＣｕ２μｍ、Ｎｉ５μｍ
の順に積層し、Ｃｕ１０μｍの厚みで配線層１２を、銅５μｍ、ニッケル３μｍ及び金０
．５μｍの各厚みで金が最表面となるように第１電極１３をセミアディティブ法で形成し
た。
【０３２７】
　次に、図２６（ｂ）に示すとおり、第１電極１３に半田ボール１８を介して半導体素子
１６の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール１８が形成され
ている配線基板と半導体素子１６との間にアンダーフィル樹脂１７を充填する。アンダー
フィル樹脂１７は、配電基板と半導体素子１６との熱膨張率差を小さくして半田ボール１
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８が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール１８が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂１７は必ずしも充填する必要はない。
【０３２８】
　半田ボール１８の材料及び形成方法は、本発明の第１実施形態と同様である。アンダー
フィル樹脂１７はエポキシ系の材料から構成され、半導体素子１６が半田ボール１８によ
って接続された後で充填される。
【０３２９】
　半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は、別途
、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
【０３３０】
　また、図２６（ｂ）では、フリップチップ接続による半導体素子１６の接続形態につい
て記載したが、ワイヤーボンディングによる接続とすることで、半導体装置の第９実施形
態の半導体装置（図１６）を作成することができる。この場合、接着剤２２は、半導体素
子１６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又はＡｇペーストなどを使用し
、ボンディングワイヤー２１は、主に金からなる材料が用いられ、半導体素子１６の電極
（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。
【０３３１】
　更に、半導体素子１６を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は
、別途、半導体素子１６の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
【０３３２】
　次に、図２６（ｃ）に示すとおり、半導体素子１６を覆うように封止樹脂２０を形成す
る。封止樹脂２０は、エポキシ系の材料にシリカフィラーを混ぜた材料から構成され、搭
載されている半導体素子１６と接続部分の配線とを覆う様に金型を用いたトランスファー
モールディング法、圧縮形成モールド法又は印刷法などで設けられる。図２６（ｃ）にお
いては、配線基板の片側全体を封止樹脂２０が覆っている構造となっているが、半導体素
子１６を部分的に覆い、配線基板の一部が露出する構造としてもよい。
【０３３３】
　次に、図２６（ｄ）に示すとおり、支持基板３０を除去する。支持基板３０の除去法と
しては、研削、化学的機械的研磨又はエッチング等により行う。これらは、組み合わせて
行うことも可能で、支持基板３０を研削した後、残った部分を、化学的機械的研磨及び／
又はエッチングを用いて除去することができる。エッチングは、ドライエッチング法又は
ウェットエッチング法のいずれを使用してもよいが、最終除去の工程をドライエッチにす
ると、エッチング選択比が大きく取れるために、シードメタル層を安定的に残すことが可
能となる。さらに、支持基板３０とシードメタル層との間に剥離層を介在させておけば、
支持基板３０の除去を容易にすることができる。例えば、剥離層として熱分解する材料を
用いれば、支持基板３０を除去する工程において、熱分解温度以上に熱することにより、
シードメタル層と支持基板３０とを剥離することができる。このときの加熱は、レーザ等
で局所的に加熱する方法が望ましい。レーザの波長を、支持基板３０を透過し、剥離層を
透過しない波長に設定することにより、剥離層のみを局所的に加熱することができる。こ
れとは別に、支持基板３０と剥離層との界面、又は剥離層とシードメタル層との界面の接
着強度が弱くなるような材料を予め選択しておき、支持基板３０を除去する工程において
、機械的な力を加えて支持基板３０を剥離してもよい。また、剥離層として、特定の溶液
に溶ける材料、又は、溶液の浸透によってシードメタル層若しくは支持基板３０との密着
が極端に低下するような材料を選択することによって、剥離層の側面から溶液を浸透させ
、支持基板３０を剥離することも可能である。本発明においては、シリコンとシードメタ
ル層（図示せず）との間に形成した低密着性を有する剥離層（図示せず）を利用して剥離
したのち、シードメタル層（図示せず）をエッチングにより除去した。
【０３３４】
　次に、図２６（ｅ）に示すとおり、第２電極１４と絶縁層１１とを確実に分離する。第
２電極１４と絶縁層１１との分離は、ウェットエッチング法又はドライエッチング法によ
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り行われる。配線基板の製造方法の第２実施形態である図１８（ｄ）又は配線基板の製造
方法の第４実施形態である図２０（ｄ）より作成した場合は、絶縁膜３１をウェットエッ
チング法又はドライエッチング法により除去する。エッチングを行わなくとも半田材料の
リフロー時に第２電極１４と絶縁層１１に、半田材料がリフロー時に流れ込むのに必要な
隙間が形成されていれば、エッチングは必ずしも必要ではない。
【０３３５】
　エッチングを行った後に、第２電極１４表面が金、銀、銅、錫及び半田材料からなる群
から選択された少なくとも１種の金属又は合金で形成される様、電解めっき法、無電解め
っき法、蒸着法、印刷法、インクジェット法又はディップ法などにより表面処理を行って
もよい。
【０３３６】
　この工程において、主に第２電極１４をエッチングすることによって、第２電極１４が
絶縁層１１より窪んだ構造を、また、主に絶縁層１１をエッチングすることによって第２
電極１４が絶縁層１１より突出した構造を作成することができる。本発明においては、露
出したＣｕ表面に無電解めっき法によって金膜を形成した。
【０３３７】
　次に、図２６（ｆ）に示すとおり、第２電極１４に半田ボール２３を介して半導体素子
２４の電極（図示せず）をフリップチップ接続する。その後、半田ボール２３が形成され
ている配線基板と半導体素子２４との間にアンダーフィル樹脂２５を充填する。アンダー
フィル樹脂２５は、配線基板と半導体素子２４との熱膨張率差を小さくして半田ボール２
３が破断することを防止する目的で使用される。半田ボール２３が所望の信頼性を確保で
きる強度を有していれば、アンダーフィル樹脂２５は必ずしも充填する必要はない。
【０３３８】
　半田ボール２３は、半田材料からなる微小ボールで、半導体素子２３の電極上にめっき
法、ボール転写又は印刷法によって形成される。半田ボール２３の材料は、鉛錫の共晶半
田又は鉛フリーの半田材料から適宜選択することができる。アンダーフィル樹脂２５はエ
ポキシ系の材料から構成され、半導体素子２４が半田ボール２３により接続された後で充
填される。
【０３３９】
　また、半導体素子２４を搭載していない領域で、配線基板の剛性が不足している場合は
、別途、半導体素子２４の領域が開口されている枠体を貼り付けてもよい。
【０３４０】
　また、図２６（ｆ）では、フリップチップ接続による半導体素子２４の接続形態につい
て記載したが、ワイヤーボンディングによる接続とする構成をとってもよい。この場合、
接着剤２７は、半導体素子２６の回路が形成されていない面に設けられ、有機材料又はＡ
ｇペーストなどを使用し、ボンディングワイヤー２８は、主に金からなる材料が用いられ
、半導体素子２６の電極（図示せず）と第１電極１３とを電気的に接続する。半導体素子
２６は、図２６（ａ）の配線基板上に実装された後、封止樹脂２９によって覆われる。
【０３４１】
　次に、図２６（ｇ）に示すとおり、半田ボール１９を第２電極１４に取り付ける。半田
ボール１９は、本発明の半導体装置を別基板に搭載するために取り付けられる。半田ボー
ル１９は、半田材料からなるボールで、第２電極１４上にボール転写又は印刷法によって
形成される。取り付けの形態によっては半田ボール１９ではなく、金属製のピンを半田付
けした構造を取ってもよい。また、図２６（ｇ）においては、第２電極１４に半田ボール
１９を形成したが、第１電極１３に半田ボール１９を形成してもよく、必要があれば、第
１電極１３と第２電極１４両方に形成してもよい。
【０３４２】
　本実施形態をとることによって、半導体装置の第８実施形態及び第９実施形態が効率的
に作成できる。
【図面の簡単な説明】
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【０３４３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の一例を示す部分断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の第１変形例を示す部分断面図である
。
【図３】本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の第２変形例を示す部分断面図である
。
【図４】本発明の第１実施形態に係る配線基板構成の第３変形例を示す部分断面図である
。
【図５】本発明の第２実施形態に係る配線基板構成の一例を示す部分断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る配線基板構成の変形例を示す部分断面図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。
【図１１】本発明の第５実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。
【図１２】本発明の第６実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。
【図１３】本発明の第７実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。
【図１４】本発明の第７実施形態に係る半導体装置の構成の変形例を示す部分断面図であ
る。
【図１５】本発明の第８実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。
【図１６】本発明の第９実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示す部分断面図である
。
【図１７】本発明の第１実施形態に係る配線基板の製造方法の一例を示す部分断面図であ
る。
【図１８】本発明の第２実施形態に係る配線基板の製造方法の一例を示す部分断面図であ
る。
【図１９】本発明の第３実施形態に係る配線基板の製造方法の一例を示す部分断面図であ
る。
【図２０】本発明の第４実施形態に係る配線基板の製造方法の一例を示す部分断面図であ
る。
【図２１】本発明の第５実施形態に係る配線基板の製造方法の一例を示す部分断面図であ
る。
【図２２】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示す部分断面図で
ある。
【図２３】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示す部分断面図で
ある。
【図２４】本発明の第３実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示す部分断面図で
ある。
【図２５】本発明の第４実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示す部分断面図で
ある。
【図２６】本発明の第５実施形態に係る半導体装置の製造方法の一例を示す部分断面図で
ある。
【符号の説明】
【０３４４】
１１：絶縁層
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１２：配線層
１３：第１電極
１４：第２電極
１５：ビア
１６：半導体素子
１７：アンダーフィル樹脂
１８：半田ボール
１９：半田ボール
２０：封止樹脂
２１：ボンディングワイヤー
２２：接着剤
２３：半田ボール
２４：半導体素子
２５：アンダーフィル樹脂
２６：半導体素子
２７：接着剤
２８：ボンディングワイヤー
２９：封止樹脂
３０：支持基板
３１：絶縁膜

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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